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平成２８年第３回定例会総務常任委員会記録 

平成２８年９月９日 

 

開会 午前９時５６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） おはようございます。時間前ですけれども、定足数に達し

ておりますので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 日程第１、本委員会に付託されました議案について審議を

いたします。 

まず、本委員会に付託されました会計課関連の認定第１号、平成２７年度高森

町会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

それでは、会計課の説明を求めます。 

○会計課長（河崎みゆき君） 会計課 河崎です。よろしくお願いします。 

会計課の決算につきましては、６４ページ、６５ページのところです。 

会計課は歳入ありませんので、歳出会計管理費のみです。会計管理費の平成２

７年度の予算総額は３９万７,０００円。支出済額が３９万３,３１３円で執行率

は９９％となっております。うちのほうの１００万円以上の事業費とか、不用額

２０万円以上というのはありません。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま、会計課の説明が終わりました。これから質疑を

行います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑はないようでございます。 

これから、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２７年度高森

町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、認定することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定するものと決定いたしました。 

以上で、会計課に関連する付託案件については終了いたしました。 
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御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、本委員会に付託されました監査委員事務局関

連の認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

それでは、監査委員事務局の説明を求めます。 

○監査委員事務局長（安方 含君） 監査委員事務局の安方です。よろしくお願いし

ます。 

決算書の９２ページをお開きください。２款総務費、６項監査費、１目監査費

です。歳出予算総額１２３万４,０００円。支出済総額１１９万５,６３３円で、

不用総額３万８,３６７円で２０万円以上の不用額はございません。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま説明が終わりました。これから質疑を行います。

質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 続いて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本件につきまして採決をいたします。認定第１

号、成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、認定すること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定することと決定をいたしまし

た。 

以上で、監査委員事務局に関連する付託案件については終了いたしました。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは本委員会に付託されました税務課関連の認定第１

号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

決算説明の内容につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以上

について説明をお願いいたします。 

また、特に必要が認められる事項につきましては併せて説明をお願いをします。

それでは、説明をお願いします。 

○税務課長（佐伯 実君） おはようございます。税務課長の佐伯でございます。 

本日は委員長おおせのとおり平成２７年度の決算について、各担当より詳細な
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説明を行います。また、補正につきましては１件上程しておりますので、御承認

をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

それでは平成２７年度の歳入歳出決算について、まず荒牧補佐のほうからです。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

決算書の歳入、まず４３ページをお開きください。県補助金の総務費、県補助

金。４の地籍調査事業補助金４,５６２万２,５００円入っております。これは地

籍調査の国及び県の補助金です。国が５０％、県が２５％。７５％、６,０８３万

円が補助対象事業費です。それの７５％ということで４,５６２万２,５００円入

っております。歳入につきましては以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 課長、いいですか。できればページを追って、それで説明

をしていただきませんか。まず、町税のほうから順次、歳入。 

○税務課長（佐伯 実君） 失礼いたしました。それでは、すみません。まず、最初

に２０ページの町民税から説明を行います。 

○税務係長（今村親助君） 税務係 今村です。 

２０ページ、２１ページをお願いいたします。町税の町民税の上の段から説明

いたします。個人分、現年課税分の調定額が１億７,３４３万４,５２０円に対し

まして、収入済額が１億７,２０３万１,０８５円となっております。収入未済額

が１４０万３,４３５円となっております。収入未済額の内訳ですが、滞納者が３

０名となっております。収納率としましては９９.１９％となっております。 

続きまして、滞納繰越分、調定額が８７８万７８５円に対しまして、収入済額

が２７４万９,８７２円となっております。不納欠損額が１２５万９,９９３円。

収入未済額が４７７万９２０円。収入未済額の内訳としましては、滞納が７７件、

不納欠損が２９件となっておりますけど、地方税法の第１５条の７、第５項、即

時消滅該当者が１名と、地方税法第１８条の時効に伴う不納欠損は２８名となっ

ております。 

続きまして法人税、現年課税分が調定額が２,５７９万１,２００円に対しまし

て、収入済額も同額１００％入っております。滞納繰越分は調定額が１２万８,２

００円に対しまして、３万円収納になっております。収入未済額が９万８,２００

円となっております。この収入未済額は２件、該当者が２件となっています。 

以上です。 

○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係 法花津でございます。 

続きまして、固定資産税の決算状況について御報告申し上げます。固定資産税

の現年課税分ですが、調定額を２億５,５９６万５,８００円となっておりまして、

そのうち２億４,０１２万２,１９０円の収納となっております。収入未済額が１,
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５８４万３,６１０円となっており、こちら４６９件となっておりますが、人数で

表しますと１４６名となります。税務係と表記が統一しておらず申し訳ございま

せん。収納率が９３.８１％となっております。こちらの収入未済額の主な内訳と

しましては、草部のほうにありますゴルフ場イーヒョン観光の税の未済額が大半

を占めております。このうちの１,１５５万２,０００円がイーヒョン観光の未納

額というふうになっております。 

続きまして、滞納繰越分ですが調定額が４,９２４万５,７３７円の調定に対し

まして２,７３１万１,９３５円の収納。不納欠損額を４１７万９,５５３円計上し

まして、収入未済額が１,７７５万４,６４９円となっております。不納欠損とし

て１６３件となっておりますが、先ほど税務係のほうでもありました即時消滅時

効が２件、その他の時効による不納欠損が残りの１６１件となっております。収

納率が５５.４６％となっております。そして、国有資産等の市町村交付金及び納

付金としまして１７４万６,３００円の調定に対して全額収納となっております。

これは国有地が固定資産の非課税となっておりますが、その固定資産に相当する

額として国から交付金として入ってくる分になっております。 

固定資産係からは以上です。 

○税務係長（今村親助君） 税務係 今村です。 

   続きまして、軽自動車税について説明させていただきます。２１ページの一番

下の段です。現年課税分、調定額が１,９９４万５,４００円に対しまして、収入

済額が１,９８１万３,０００円。収入未済額が１３万２,４００円となっておりま

す。収納率としましては、９９.３４％となっております。 

   続きまして、２２ページ、２３ページをお願いします。軽自動車税の滞納繰越

分これが調定額が５９万６,１００円に対しまして、収入済額が２７万５,８４０

円。不納欠損額としまして３万８,８００円。収入未済額が２８万１,４６０円と

なっております。この不納欠損の６件としましては、地方税法第１８条の時効に

伴う不納欠損が６件となっております。 

続きまして、たばこ税です。たばこ税の現年課税分です。調定額が５,０４７万

２,１８４円に対しまして全額収納となっております。 

続きまして、入湯税を説明します。現年課税分、調定額が１,１１６万５,０２

０円に対しまして全額収納となっております。滞納繰越分、調定額が１９７万２,

１９５円に対しまして１１万円の収納があっております。収入未済額が１８６万

２,１９５円。この滞納の１件につきましては、過去に高森温泉館の指定管理をし

ていたときの滞納１件となっております。 

以上で終わります。 
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○固定資産係長（法花津和明君） 固定資産係 法花津でございます。 

徴税費の税務総務費について御報告を申し上げます。８０ページ、８１ページ

をお開きください。１件１００万円を超える事業はございませんが、主なものに

ついて御報告を申し上げます。報酬としましては固定資産の評価審査委員会の報

酬として１５万５,０００円を支出しております。１番の報酬です。すみません。

８０、８１ページになります。 

   続きまして需用費ですが、これは主に税金納付のための納付書の印刷製本費と

発送用の封筒の製作費となっております。役務費としましても同様に納付書発送

に伴う郵便代で支出をしております。委託料として１６１万８２０円支出してお

りますが、主に地籍図の移動ですとか、航空写真と字図を重ねて地図を管理する

システムの管理費となっております。 

   続きまして、８２ページ、８３ページをお開きください。償還金利子及び割引

料として５０万３,１００円を支出しておりますが、これは過年度収入、過年度の

税金の減額等によりまして、還付、お返しをする際に支出をした歳出還付の金額

となっております。 

固定資産係からは以上です。 

○税務係長（今村親助君） 税務係 今村です。 

８２ページ、８３ページの賦課徴収費について説明いたします。報酬につきま

しては、税理士の無料相談などの報酬となっております。旅費、需用費に関しま

しては経常経費になっております。役務費については郵便料、財務システム手数

料、これも預金照会手数料など経常経費となっております。委託料に関しまして

は、これは住民税のデータ作成の業務委託、住民税システムの改修委託、収納消

込システムの改修委託になっております。 

最後に２３償還金利子及び割引料ですが、これは町民税、法人税などの過年度

分申告による還付金が３３４万５,０１５円の支出となっております。 

以上です。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

９４、９５ページをお開きください。項の国土調査費、目、地籍調査費の主な

ものについて御説明申し上げます。まず、賃金、予算額１８０万６,０００円に対

しまして支出済額１８０万５,７００円、これ臨時職員の賃金でございます。 

続きまして、１３委託料、予算額５,９３０万円に対しまして支出済額５,９２

１万１,０００円、これは地籍調査事業の委託料でございます。大字草部７字３.

４８平方キロメートル、それから大字矢津田と大字草部の一部、１０字の閲覧３.

５６平方キロメートルの事業費でございます。内訳です。 
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続きまして１４の使用料及び賃借料１１１万１,０００円の予算額に対しまして、

支出済額１０６万６,５４６円、これは地籍調査の管理システムの使用料でござい

ます。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま税務課のほうから歳入歳出の内容につきまして説

明がありました。 

これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑もないようですので、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論がないようでございますので、これから、本件につい

て採決をいたします。認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認

定につきましては、認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定をいたしま

した。 

続きまして、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計予算についてを議題

といたします。 

税務課の説明を求めます。 

○税務課長補佐（荒牧 久君） 地籍係 荒牧です。 

それでは、高森町一般会計補正予算書（第５号）の１４ページをお開きくださ

い。 

総務費、項の国土調査費、１地籍調査費の賃金１８万６,０００円を減額してお

ります。これは臨時職員の賃金を減額しているものでございます。そして８の報

償費１８万６,０００円、地籍の推進委員の報償を計上しております。これは現在、

草部地区を地籍調査を行っておりますけれども、御存じのように草部地区かなり

字図あたりの訂正といいますか、こういうものが現況とかなり違ってきておりま

す。それで、当初は一人体制ぐらいの予算でございましたけども、かなり推進委

員さん同士の協議が必要になっている状況でございます。それで不足額の１８万

６,０００円を計上しております。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま税務課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑が終わりました。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 討論ないようでございますので、これから本件につきまし

て採決をいたします。議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算につ

きましては、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定をいたしました。 

なお、税務課の職員の皆さん方、税の徴収等につきましては大変御努力をいた

だいておるというふうに思っておりますけれども、監査委員のほうから、やはり

これからもなお一層の徴収の努力をしていただきたいという指摘もあっておりま

すので、本委員会としても同様に皆さん方の徴収の御努力をよろしくお願いを申

し上げたいと思っております。それでは、税務課に関連する付託案件については、

これで終了いたします。 

御苦労さまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました生活環境課関連の認

定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

決算説明の内容につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以上

について説明をお願いいたします。また、特に必要があると認められる事項につ

いては併せてお願いをいたします。 

それでは、生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（松本満夫君） 生活環境課 松本です。 

   生活環境課の予算執行につきましては、御承知のとおり施設管理に伴います経

常経費が主でございます。今、委員長のほうから指示がありましたように、各担

当係長のほうから御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。では、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（芹口誓彰君） ページを追って説明をお願いいたします。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

２８、２９ページをお開きください。１２款２項４目１節環境衛生費負担金です。

調定、収入ともに１６万８,０００円です。 
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○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

３０、３１ページです。１３款１項３目１節河原総合センター使用料です。調

定、収入ともに１万６,８００円の歳入となっております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長 村嶋です。 

同じく３０、３１ページです。１３款１項５目１節物産館加工場使用料、調定、

収入ともに２１５万２３０円です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

同じく６目商工費使用料、ページをめくっていただきまして３２、３３ページ。

１節湧水トンネル公園使用料、調定、収入ともに３,０２３万８,５００円です。

２節高森駅公園野外ステージ使用料は、調定、収入ともにゼロです。３節温泉館

使用料、調定、収入ともに２,７０５万７,７２０円となっております。 

同じページになります。９目教育費使用料、１節社会教育施設使用料、調定、

収入額１７９万３,８００円のうち、生活環境課に係る収入は６４万８,３００円

です。これは、町民体育館、町民グラウンド以外の社会教育施設の使用料収入で

す。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長 村嶋です。 

３４、３５ページをお開きください。１３款２項４目１節犬登録及び注射手数

料です。調定、収入ともに２９万５,５００円です 

   ４８、４９ページをお開きください。１５款２項６目１節熊本県自然環境整備

事業補助金です。調定、収入とも３０万円です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

５０、５１ページをお開きください。１６款１項１目１節土地建物貸付収入で

す。調定、収入額５９７万１,２０５円のうち４９１万７,８１４円が高森温泉館

の売店等貸付収入となっております。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

同じく１６款１項１目１節土地建物貸付収入です。５９７万１,２０５円のうち

の１０５万３,３９１円が財産管理係分の収入となっています。これは電柱等の土

地貸付分であります。同じく４節、土地建物貸付収入過年度分です。調定、収入

ともに１５万４,３００円であります。 

５２、５３ページをお開きください。１６款２項２目１節生産品売払収入です。

７８８万８,５２４円のうちの２３万４４０円が生産収入分になっております。こ

れは色見総合センター太陽光の売電分であります。 

５６、５７ページをお開きください。２０款４項２目２節雑入です。１,６３５

万２,９９２円のうちの５１万２,１２８円が財産管理分の収入となっております。
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これは墓地使用料及び町有林下刈り補助、シカ森林災害等の補助金としての収入

となっています。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長の津留です。 

同じく５６、５７ページ。同じ２節雑入です。１,６３５万２,９９２円のうち

の湧水トンネルのお賽銭、募金箱の収入が４３万５,７９９円入っております。高

森温泉館のコインロッカーの使用料２６８万６００円の収入が含まれております。

そのほかに雑入として、色見総合センターの和室にありますタイマー、エアコン

が１回１００円のタイマーが付いております、それの収入が２万１,３００円ほど

入っております。 

収入は以上です。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

６６、６７ページをお開きください。２款１項６目７節の賃金です。３０万円

の調定に対しまして、９万６,０００円の支出がありましたが、残りの２０万４,

０００円が不用額となりました。これは最終の補正時点で見込めなかったための

不用額です。 

１２４、１２５ページをお開きください。５款１項９目１１節の需用費です。

３２９万３,０００円の調定に対しまして、２５５万７５５円の収入がありました

が、７４万２,２４５円の不用額が発生しております。これも最終の補正で、見込

みができなかったための不用額です。同じく５款１項９目１５節工事請負費です。

これは、奥阿蘇キャンプ場の２階部分のバンガロー塗装工事であります。３棟分

ありまして、支出金額が２０２万５,９８０円でありました。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

１３２、１３３ページをお開きください。６款１項４目湧水館管理費の７節賃

金１１節需用費、１４節使用料及び賃借料、１６節原材料費がいずれも２０万円

以上の不用額が発生しておりますが、こちらも湧水トンネル、湧水館の施設維持

管理に必要な予算であり、１月の最終補正時点では減額することができなかった

予算の残額となっております。１１の需用費については、光熱費、電気代が見込

みよりも安くなった、節約できたということによる不用額の発生となっておりま

す。 

続きまして、１３４、１３５ページ、同じページの５目温泉館管理費です。こ

ちらの１１節需用費、２４１万７,７０４円の不用額が発生しております。この内

訳は主に消耗品燃料代光熱費の残額の合計となっております。これは、主に燃料

費が、重油代が当初見込みよりも単価が安くなりましたので、それに伴う不用額

が２００万円というふうに大きな金額となっております。 
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以上です。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

１３６、１３７ページをお開きください。６款１項７目１１節需用費です。５

７万５,９２１円の不用額が発生しました。これも先ほど申しましたように最終の

補正時点では、見込みができなかったための不用額であります。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

１６４、１６５ページをお開きください。９款６項５目社会教育施設費です。

１１節需用費が５８万８,５６７円の不用額が発生しております。これにつきまし

ても施設維持管理費に必要な予算であり、１月最終補正時点で減額することは適

さないということで残しておいております。主に修繕料が３７万５,２７６円不用

額が発生をしております。残額は光熱費の不用額となっております。 

   同じく１５節工事請負費に６５５万９,３９０円の決算額となっておりますが、

こちらは上色見生涯学習センター体育館、旧上色見小学校体育館の雨漏り防水工

事の費用となっております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ただいま生活環境課から歳入歳出決算の内容につきまして

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決いたします。認定第１号、平成２７年度高森町各会

計歳入歳出決算の認定につきましては、認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

   続きまして、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

   生活環境課の説明を求めます。 

○生活環境課長（松本満夫君） 生活環境課 松本です。 

   補正予算につきましても各担当のほうからページに沿って説明をさせます。よ

ろしくお願いします。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 
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９ページをお開きください。１５款２項６目１節癒しの森整備支援事業補助金

です。これは休暇村周辺の町有林の間伐及び高森峠枯れ松等の整備事業による補

助金であります。１００万円を計上させていただきました。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

１９ページをお開きください。歳出になります。６款１項５目湧水館施設管理

費１１節需用費に２０万円修繕料を計上させていただきました。こちらは高森湧

水トンネル内のウォーターパールのストロボ装置、玉に見せるためのストロボ装

置が今４台稼働中でございますが、予備として２台、生活環境課のほうに故障し

たストロボ装置を保管しております。有事の際といいますか、今、稼働中の４台

が故障した際にすぐに対応できるように、今抱えている故障在庫２台を修繕する

ための費用を計上いたしております。 

続きまして２０ページをお開きください。６目温泉館管理費の１９節負担金補

助及び交付金に１,０００円を予算を計上させていただきました。こちらは高森町

食品衛生協会の負担金が当初４,０００円で計上しておりましたが、総会において

１,０００円の増額ということになりまして、今月末が支払期限となっております。

そのため、１,０００円の増額を計上させていただいたものです。 

○財産管理係長（村嶋立章君） 財産管理係長の村嶋です。 

同じく８目１３節委託料、これに関しましては先ほど歳入の部分でも申し上げ

ましたとおり、熊本県癒しの森整備支援事業にかかる２００万円を計上させてい

ただきました。 

以上です。 

○町民支援係長（津留大輔君） 町民支援係長 津留です。 

２２ページをお開きください。９款６項５目社会教育施設費の１２節役務費に

１０万円を計上させていただきました。これは河原生涯学習センターの校舎に付

属する汲み取り式トイレの汲み取り手数料７万２,０００円及び高森自然学校の簡

易水洗トイレのし尿汲み取り手数料の２万８,０００円を計上をさせていただきま

した。これは河原生涯学習センターにつきましては、貸し付けを行うにあたりま

して以前から残っておりましたし尿を汲み取るものでございます。高森自然学校

については、今後発生するであろうし尿汲み取り手数料を計上したものでござい

ます。 

以上であります。 

○生活環境課長（松本満夫君） 以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で生活環境課の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 質疑がないようですので、これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから本案につきまして採決をいたします。議案第５３号、平成２８年度高

森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案どおり可決すべきものと決定

をいたしました。 

以上で生活環境課に関連する付託案件につきましては終了いたしました。お疲

れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました、ＴＰＣ事務局関連

の認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

それでは、説明を求めます。ページを追って説明をいただきたいと思います。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） おはようございます。ＴＰＣ事務局長 東でござ

います。御審議のほど、よろしくお願いします。お世話になります。 

平成２７年度につきましては歳入歳出、不用額はありません。工事についても

ございません。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） １００万以上はない。事業支出も。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） はい。電算が前ありましたけれども、総務課に移

りましたので、もう単純にＴＰＣだけで。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） だけど、３００万とか需要費にはなっとるたい。そ

がんとは説明ばしてもらうとよかですね。 

○情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。すみません。６２ページ

の文章広報費、第１１節需用費、金額が３０３万１,０００円で支出済額が２９３

万１,４５９円、こちらは主に広報たかもりですね、こちらの印刷代になっており

ます。１００万円を超える事業は文章広報費では需用費ですね、こちらのみとな

っております。不用額についても２０万円以上はございません。 

   続きまして７６ページ、たかもりポイントチャンネル事業費、主なもの１００

万円以上の事業費のものとしましては、１３節の委託料８８３万２,０００円、支
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出済額が８６８万９,７９９円、こちらは不用額は２０万円以下となっております。

主な内容としましては、番組の企画編集撮影を行ってもらう業者さん、委託業者

さんへの委託料、それと派遣職員１名、あとリポーター業務を１名の３名の委託

料となっております。 

続きまして１８節の備品購入費、こちらが１９４万９,０００円、支出済額が１

９４万８,５３６円、スタジオのビデオカメラ代として１９４万８,５３６円を備

品購入として購入したものです。使用料及び賃借料です、こちらも１５４万２,０

００円、こちらは主な内容としましては、ＮＨＫの番組購入費、今あっておりま

す「独眼竜正宗」等の番組購入費となっております。１００万円以上の事業のも

のとしては、その３つになります。 

以上となります。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上ですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） はい。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりましたけれども、質疑ございませんか。 

私のほうから、備品購入費の１９４万８,５３６円、この内容は何ですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） ＴＰＣ事務局長、東でございます。 

専用のカメラを２台購入しました。１台３８万円。 

○情報管理係長（芹口孝直君） そうですね４０万ぐらい。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） ４０万円ぐらいが２台。それとサーバーです。デ

ータを保存する、保存用の機械ですね、それを購入しました。 

○委員長（芹口誓彰君） それがですね、決算書の１４ページ、その中の備品台帳１

０万円以上の物品ということで、増減の増はバッファロー外付け、これが１個な

んですか。 

○情報管理係長（芹口孝直君） それがハードディスクサーバーになります。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） カメラが上がっとらんね。 

○情報管理係長（芹口孝直君） すみません。台帳漏れかもしれないです。申し訳あ

りません。 

○委員長（芹口誓彰君） それ早めにしとかんと、また来年数字が合わなくなるから。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） すみません。気を付けます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでしたら、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２７年度高

森町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、認定することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 続きまして、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを

議題といたします。 

ＴＰＣ事務局の説明を求めます。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局 東でございます。 

それでは早速、平成２８年度一般会計補正予算の説明を係長のほうからいたし

ます。 

○情報管理係長（芹口孝直君） ＴＰＣ事務局の芹口です。 

それでは、予算書のほうの１０ページをお開きください。こちら歳入ですね、

第１８款第１項の基金繰入金です。ふるさと応援基金繰入金ということで６２３

万４,０００円、こちら歳入です。こちらが財源で歳出のほうが１３ページです。

こちらたかもりポイントチャンネル事業費。まず報償費、こちら１２６万円でふ

るさと元気企画番組事業報償費となっております。続きまして１２節役務費６万

円、こちらふるさと企画番組事業生放送用の回線料となっております。続きまし

て第１４節使用料及び賃借料６０万円、外部製作番組放送使用料ということで、

こちらも番組の購入費用ということで計上しております。続きまして第１８節備

品購入費４９１万４,０００円、こちらはふるさと番組企画事業に伴う生放送の機

材一式を４６０万円、続いて貸出し用カメラとして５台、全部で３１万３,２００

円を計上しております。詳しい内容としましては、補正予算の概要書ですね、こ

ちらの１２ページです。ふるさと納税を活用した事業としまして、事業費６２３

万４,０００円です。ふるさと納税を活用してＴＰＣの生放送用機材を整備し、町

内各地の話題を提供するというものです。町民の皆さまから各地域の身近な情報

や提供されたものをリポートして、それを募集するというものになっております。

また、その提供された情報等がＴＰＣで放送された場合には、提供者に対し１万

円を贈呈するものとしております。費用は全額ふるさと納税を活用して行うもの

です。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で説明が終わりました。 
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これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（立山広滋君） 立山です。 

今、ふるさと納税の活用事業ということで６２３万４,０００円事業費組んであ

りますけれども、もう少し、どういう生放送をされるのか、いつごろからされる

のか、ちょっと詳細に説明願います。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東でございます。 

まず、一番先に考えておりますのは、成人式です。１月３日にあります成人式

にどうしても来れないという、体とか病気とかで来れない方は生放送で自宅でリ

アルタイムであります。老人の演芸大会等もそれに流していくと。活用が広がれ

ば、ほかのにも生中継をやっていくというふうには思っております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） 牛嶋です。 

ふるさと納税の放送された場合１万円贈呈、予算はどこに入っていますか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長、東でございます。 

報償費ですね。１２６万円入れております。７地区の月大体１地区を３本とみ

ております、の６カ月です。一応１２６万円と。情報を提供いただいて特派員と

いう形になりますので、リポートもしていただいて採用になれば報酬として１万

円という形になります。一応うちで採用するかどうかある程度審査して、情報提

供に対しても若干金額を落としますけれど、それなりの報償はあげたいというふ

うには思っております。 

以上です。 

○委員（本田生一君） ８番 本田です。 

１４節の使用料及び賃借料の６０万円、これは外部制作番組放送使用料、これ

は期間はどれくらいの間使えるね、この使用料。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長の東でございます。 

一応、６０万円組んでおります。これは外部の、先ほど係長申しましたように

今「独眼竜正宗」流しております。それとはまた別にＮＨＫだとかケーブルテレ

ビの番組を購入する費用です。１本が大体安くてケーブルテレビですと１万円か

ら２万円。ＮＨＫですと２万円から３万円、時間によりますけど、例えば１５分

番組とか３０分とか４５分とかですね。「独眼竜正宗」は４５分で１本が２万８,

０００円します。連続して買いますので、これは単発で今から「正宗」もう終わ

りますので、また別に購入しようというふうに考えております。来年３月までで

す。 
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○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

生放送ということは、機材器具はどのようなシステムで生放送されるのか。そ

れともう一つ、貸出し用のカメラ５台ですが、これは申し出により貸し付けにな

るのか、ちょっとその辺の説明をお願いします。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

生放送につきましては、電話回線を通して生放送します。その機種が変わるよ

うな感じの形の機種になります。通常とは違いまして、インターネット電話回線

でやっていきますので、人員的にはどのくらいかかるかちょっと分かりませんけ

れど、今から習って使いこなすという形になりますので、番組の内容は結構いい

ものになっていくと思うんです、生放送すれば。通常はＮＨＫとか民法ですと、

大きな車を１台生中継のために持ってきてやるんですけど、それの簡易版という

形というふうになります。 

カメラの貸出し用といいますのは、例えば高森高校にずっと映像をもらってお

りますので、高校のほうにカメラを貸し出して高校のほうで撮ってもらうとか、

あと幼稚園とか保育園、あるいは情報を提供いただく方にその間貸し出して映像

を撮っていただくという形をとります。 

以上です。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

その分は、この１万円に該当するんですか。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東です。 

そうですね、情報提供をいただいて自分のところで撮るといわれる場合は、カ

メラを貸し出して撮ってもらうような形です。一つ例えますと、去年、草部南部

で田原地区との、田原地区ですね宮崎の、ソフトボールの交流会を地元の人が撮

られて、レポートもされていただいたんです。イメージとしてはそんな感じです。

それをそのまま流しましたので、そういう形でいければいいかなというふうに考

えています。 

以上です。 

○委員（本田生一君） ８番 本田ですが。 

このカメラについては、いつもここに常時置いているわけではなくて、それよ

り、いろいろ行事があったりとかする場合に、借りたいというようなことであれ

ば貸し出しできるわけたいね。 

○ＴＰＣ事務局長（東 幸祐君） 事務局長 東でございます。 

今、うちに１３台別にあります。各課に渡しているのがですね。各課使わない
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ときは当然そのカメラも当然貸し出ししますし、団体で高森高校とかは結構デー

タをいただきますので、高校については常時貸し出すような形をとります。それ

以外、住民の方が貸してくれと言われるのであれば貸し出しはできます。 

○委員（本田生一君） 分かりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでしたら、これで質疑を終わります。 

続きまして、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をいたします。議案第５３号、平成２８年度

高森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で、ＴＰＣ事務局に関連にする付託案件については終了いたしました。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、本委員会に付託されました総務課関連の認定第

１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたしま

す。 

決算の内容につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以上につ

いて説明をお願いいたします。また、特に必要があると認められる事項につきま

しては併せてお願いいたします。なお、説明にあたりましてはページを追って説

明をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。よろしくお願いいたします。 

歳入歳出決算書の１７ページから御説明をさせていただきたいと思います。１

７ページでございます。実質収支に関する調書ということで、財政のほうで御説

明させていただきますが、歳入総額４８億６,９０２万８,０００円ということで

す。歳出につきましては４６億８,６７６万４,０００円。前年度より約１０％ほ

ど減額と、それぞれ少なくなっております。歳入歳出の差引額につきましては、

１億８,２２６万４,０００円でございまして、その内訳がその下にございます。

（２）で繰越明許費分の繰越額が８,７４５万７,０００円でございます。その下、
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大きな５番で実質収支額というところで９,４８０万７,０００円ということが出

ていますけれども、これが平成２７年度から平成２８年度に繰り越しました、一

般会計の繰り越した繰越金ということになります。９,４８０万７,０００円が繰

越金というふうになります。 

では詳細、中身の事項について御説明をさせていただきます。まず、２２ペー

ジ、２３ページ目からでございますが、この中段ほどから第２款の地方譲与税、

こちらから財政で管轄しております、このあたりはほぼ前年並みでございますの

で、省略させていただきたいと思います。 

１枚めくっていただきまして２４、２５ページ目を御覧いただきたいと思いま

す。第６款地方消費税交付金につきまして、右側のほうになりますけれども、一

番端のほうですけど１億２,４２６万５,０００円ということで出ております。こ

れは消費税の引き上げ分が、今回、平成２７年度分でほぼ全額国からの交付金で

反映されるようになっております。従いまして、前年度の決算、平成２６年度の

決算では７,３００万円ほどでございましたけど、今回１億２,４００万円を超え

る額ということで大幅に地方消費税交付金は増額となっております。次の、第７

款ゴルフ場利用税交付金でございます。本町では本間ゴルフですかね、阿蘇高森

ゴルフクラブの関係でございます。実質収入済額が２７８万２,１４８円というこ

とでございます。前年度平成２６年度が６０９万７,０００円でございましたので

大幅に半分以下の減額ということでございます。ここで、これだけ減額されてい

るということは実際の経営状況というのはあまりよくないと、こういうことがよ

くないという状況だと思われます。ちなみに２７８万円という数字は平成２２年

度、２３年度、２４年度くらいが大体この２００万円台程度で推移しておりまし

た。その時もやはりあまりよくない状況だったと思いますけれども、今またそう

いう状況になってきているのかなというふうに思われます。 

１枚めくっていただきまして、中ほどの第１０款地方交付税でございます。収

入済額２１億７,９１３万８,０００円ということです。ほぼ、ここ数年は２１億

円台で推移しております、ここ３年間は２１億円台で推移しております。普通交

付税と特別交付税合わせた額でございますが、両方合わせてほぼここ３年間は２

１億円台で推移しております。 

次は、大きく飛ばさせていただいて５２ページ、５３ページの歳入の部分。こ

こで第１７款の寄附金というのがございますので、ここを緒方君から。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

寄附金につきまして、御説明申し上げます。こちら、収入額１億９,８２１万３,

５５３円のうちに、ふるさと応援寄附金が昨年から始まりまして、その実質の収
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入額が１億９,７０４万５,５５３円です。この内訳につきましては１万１０件の

申し込みに対して、この額になります。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

その次の第１８款繰入金のところでございますが、基金繰入金で６,０００万円

ございます。基金繰入で６,０００万円の収入済額、財政調整基金からの繰り入れ

を途中行いました。資金繰りの関係でいったん６,０００万円繰り入れをさせてい

ただいております。 

次のページ、１枚めくっていただきまして５４ページ、５５ページでございま

す。繰越金、上のほうの繰越金につきましては前年度からの繰越金でございます。

９,３５２万９,５５３円ということです。繰越明許費の分が５,１６０万２,００

０円ということになっております。 

１枚めくっていただきまして、５６、５７ページで、こちらで５６、５７ペー

ジの中段から下のほう、第２１款町債でございます。臨時財政対策債、こちらが

１億４,５６９万円。情報通信基盤整備使用料債で６,６００万円、これは過疎債

のソフト分ということで過疎債を活用させていただいております。 

ここから次のページ、１枚めくっていただきまして５８、５９ページまでが起

債関係でございます。土木費、消防費、教育費、災害復旧費とございますけれど

も、平成２７年度の起債でこの内訳としましては、大きく先ほどいいました臨時

財政対策債と過疎債分、過疎債分が臨財債と過疎債と辺地債と災害復旧債、この

４本の起債借り入れを行っております。それぞれ、交付税の措置率の一番高いの

から順番というか、効率のよい起債を借り入れを行っているという状況でござい

ます。 

続きまして、歳出のほうに移らせていただきます。６４ページ、６５ページを

お開きいただきたいと思います。６４ページ、６５ページの財政管理費でござい

ます。第３目になります。財政管理費のところで第１３節の委託料でございます。

１９４万４,０００円というのがございますけれど、これは地方公会計制度と財務

諸表等を連結財務諸表作成支援業務委託ということで、毎年公会計の整備の関係

で委託をさせていただいております。 

７０ページ、７１ページをお開きいただきたいと思います。電算費について岩

下係長から。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

７１ページの１２目の電算費、１３節委託料ですけども、こちらは庁内ＬＡＮ

の保守委託料ですね、あと町ホームページの運用保守委託料と総合行政システム
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機器の保守委託料がありまして、支出済額から１,９０１万４,４１５円です。残

額は不用額が１９万８,５８５円となっております。 

次の１４節の使用料及び賃借料ですけれども、こちらは不用額から３３万６８

円残っておりますが、こちら内容といたしましては、総合行政システム機器のリ

ース料とシステムのＡＰＳサービスの使用料ということになっております。見込

みよりも少なかったのが原因と思われます。 

以上です。 

○地域振興係長（野尻典男君） 地域振興係の野尻です。よろしくお願いいたします。 

資料７２ページ、７３ページをお開きください。第１５目です、朋遊館管理費、

第１３節委託料で予算額が２６１万９,０００円に対しまして、決算額が支出額２

２０万６,８２４円ということで、４１万２,１７６円不用額が生じております。

これは朋遊館の浴槽等のレジオネラ、大腸菌群の対策に伴う検査、メンテナンス

の委託料として組んでたものですが、年２回の清掃のところを年１回の清掃・メ

ンテやるため１回分の不用額が生じたものでございます。 

以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

７６、７７ページをお開けください。第２１目の庁舎等管理費ですけれども、

この中の１１節需用費、こちらの不用額が４８万８,７２７円となっておりますが、

こちらの内訳としまして燃料費が１１万６,６７５円、光熱水費が２５万８,３５

０円、修繕費が７万３,４０１円となっておりまして、この合計が不用額となって

おります。特に、光熱水費につきましては一月、二月遅れで請求がきたりします

ので、見込みが立たないということで、この不用額が生じております。 

続きまして、７８、７９ページをお開けください。同じく１４節の使用料及び

賃借料ですけども、こちらも２５万４,６６３円の不用額が発生しております。使

用内訳としましては、大型コピー機の使用料のリース料、カラー複写機のリース

料ですけども、こちらのリース料がリース契約切れということで減額をされてお

りまして、その分不用額がでております。 

次の第２２目総務費降灰対策費ですけれども、こちらの事業内容としまして事

業費の２９８万８００円の支出がありますが、こちらの内訳としまして、ヨナ傘

の購入をしております、２,３００本です。その次の役務費につきましては郵便料

です。 

その下の１９節の負担金及び交付金につきましては、こちらは、ヨナ対策とい

たしまして雨どい清掃の補助金、こちら３５件上がっております。それと洗濯物

カバーの購入費の補助です、それが２４件分で合わせて３６６万１,１８８円の支
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出を行っております。 

以上です。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

目３ふるさと納税費の各支出について御説明申し上げます。報償費につきまし

てはお礼の品、寄附金をいただいた方に対するお礼の品代ということで、７,７９

８万４,２６１円支出しております。節の１２役務費につきましては、こちら発送

手数料であるとか、広告に伴う支出になります３２８万６,０８５円支出しており

ます。 

続いて１３委託料です。２,１２３万８,２７９円、こちらに関してはお礼の品

の発送に伴う専門業者に対する発送手数料とか、発送の委託料になるのが、この

うち不用額が２１６万６,７２１円不用額になっておりますが、この額につきまし

ては、例えば今回あったような地震であるとか、大雨の災害等で急激に寄附金の

額が増える場合がございます。それに今回の熊本地震に対しての数字が３,０００

万円ほど計上から増えておりますけれども、それに対するための委託料２１６万

円ですけれども、おおむね２,０００万円程度の急激な金額の増に対応するために

は、この不用額をとっておく必要がございますので、この不用額が生じてきます。 

続きまして、１枚めくっていただきまして、８４、８５ページです。１４使用

料及び賃借料になります。こちら１７９万５,３７０円になります。こちら、ヤフ

ーという会社の公金決済、クレジット払いになります。クレジット払いに対する

システムの使用料ということで、この額を支出しております。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 総務係 岩下です。 

８６、８７ページをお開けください。こちらの第３目熊本県議会議員一般選挙

費、こちらは総支出額が３２９万６,０１２円です。こちら熊本県議会議員の一般

選挙に係る経費をここで支出しております。この支出額は県のほうから補助金と

して歳入されております。次の第４目の農業委員会委員一般選挙費につきまして

は、選挙執行はありませんでしたので全額減額補正をさせていただいております。 

８８、８９ページをお開けください。第５目町長・町議会議員一般選挙費です

けれども、こちらも選挙執行に伴う経費を計上しております。 

次の第６目の熊本県知事選挙費ですけれども、こちらも５１５万６,１３８円を

支出しております。こちらの金額は県補助金として歳入されております。 

１４６、１４７ページをお開けください。第２目の非常備消防費ですけども、

こちらが役務費について１２節の役務費、２４万４,７８８円の不用額が生じてお

りますが、こちら防災担当の携帯電話の通話料ということで、年度途中から契約
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をいたしまして月の見込み額よりも少なかったということで、この不用額が生じ

ております。請求が後からくるということもありまして、金額が確定できなかっ

たため不用額が生じております。１８節の備品購入費につきましては４６０万８

００円ということですけれども、こちらは第２分団、第９分団、第１３分団の小

型ポンプがだいぶ古いということで、入れ替えをしております。小型ポンプ３台

分です。次の第１９節の負担金補助及び交付金につきましては７４４万４７１円

の支出をしておりますが、こちらは消防補償等組合負担金と年末警戒、消防学校

の入校負担金の負担金を納付しております。第３目の消防施設につきましては、

第１５節の工事請負費ですけども、こちらは７１万３,０００円ですけども物産館

の消火栓設置と第１分団の詰所トイレの整備をしております。次の第１９節の負

担金補助及び交付金につきましては、工事請負費のほうから流用しておりますが、

こちら村山の消防詰所が全面工事ということで新しく場所を変えて立て直すとい

うことで、当初は工事請負費のほうで計画しておりましたが、地区の要望により

公共的施設整備事業の補助金のほうの事業で実施するということで予算を組み替

えて実施しております。 

１４８、１４９ページをお開きください。第４目防災管理費繰越明許費ですけ

ども、１５節工事請負費こちらの不用額１５０万円出ておりますが、こちらは庁

舎の太陽光発電システム及び蓄電システムの整備工事で入札残が出ておりますの

で、この分が不用額となっております。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

１７４ページと１７５ページで予備費のところがございます。今回１０件ほど

予備費から充用をさせていただきました。監査員さんの御指摘もありましたが、

財政としましては、その場その場で緊急性の必要を判断して緊急に予算の執行が

必要という部分、現行の予算でどう対応できるかとか、いろんな細かい部分まで

詳細に聞き取りをして、この１０件決裁をさせていただきまして予備費からの充

用をさせていただいたところでございます。それと、一応、今決算書の中身は御

説明をいたしましたが、財政のほうからもう一点、決算の付属資料概要書で、こ

ちらの高森町歳入歳出決算概要書及び付属資料というところのほうから、これを

ちょっと御覧いただいてよろしいですか。監査員さんの意見書のあとのほうにあ

ったと思います。 

（資料確認。雑談あり） 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 平成２７年度とありまして、下の二重線の四角囲み

で高森町歳入歳出決算概要書及び付属資料というところで、決算の概要を説明さ
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せていただきます。財政のほうから平成２７年の決算の本当の概要を今の財政状

況がどうなのかという部分を改めて御説明させていただきたいと思います。 

この概要、２枚めくっていただいて２ページ目の左側の一番上、決算の規模と

いうことで先ほども決算書の中から説明いたしました。歳入と歳出の数字がござ

いますけれども、前年度比で一番右端、三角で歳入が１０.８％のマイナス。歳出

が１１.８％と、いずれも１０％以上のマイナスでございますが、これにつきまし

てはその前の年、平成２６年度が大幅な事業、例えば情報通信基盤整備の事業で

すとか、そういった大きな事業がたくさんありまして、それがなくなったことで

平成２７年度の予算規模は大幅に減額となっております。 

右のページの歳入のところですけれども３ページ、右のページの歳入です。こ

ちらも一番下の２２番目の町債というところが、三角で６億１,５００万円以上マ

イナスになっておりますが、これも今言いました情報通信基盤整備事業、これの

減ということで４億２,９００万円、これが大きなマイナスの要因ということにな

っております。プラスの大きな要因につきましては、この１８番目の寄附金でご

ざいます。先ほど緒方係長が説明いたしました、ふるさと応援寄附金の増が主な

増の原因となっております。歳入の増と減は一応、今申しましたのが主な増減の

要因です。 

１枚めくっていただいて、５ページ目、右のページで歳出の部分の説明をさせ

ていただきたいと思います。表の真ん中あたり土木費でございますが、こちらが

三角マイナス２億９,３００万円以上のマイナスとなっております。こちらもやは

り土木関係、例えば西原・前原線の復旧復興、防災道路の関係の部分ですとか、

そのあたりが大きなマイナスの要因となっております。あるいは農林水産業費、

その二つ上です。２億１,５００万以上のマイナスになっておりますけれど、これ

は横山地区と草部地区の用水路整備事業、これが前年度に行われておりまして、

その減というのがやはり大きなマイナスの要因となっております。 

増です、上から２行目の総務費で４,８９３万５,０００円の増ということにな

っておりますけれども、これもふるさと納税の関係のお礼の品ですとか、その発

送の手数料、委託料関係で総務費関係は増ということになっております。 

１枚めくっていただきまして、また右のページの７ページ目の下のほうに大き

な５番、真ん中ほど、財政構造の弾力性ということで記載をさせていただいてお

ります。下のほうの表で、経常収支比率が２７年度７９.７％、前年度から４.

８％の減ということでいい方向に向かっているということでございます。実質公

債費比率も７.５％ということで前年度から１.２％の減、公債費負担比率も１５.

４％で前年度から０.４％の減ということですが、次１枚めくっていただくと今の
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グラフで過去約１０年ほどの数値の移り変わりをグラフ化にさせていただいてお

ります。一番左端の経常収支比率につきましては、そのグラフの一番上のところ

です。平成１７年度が９３.９％というかなり高い数値だったときがありましたが、

平成２７年度が７９.７％ということで出ております。監査員さんの意見書でこの

数値は７５％以下が望ましいと、今後一層の努力を望むというふうに申されまし

たが、実際この数値につきましては７５％よりいい数値を出している自治体は熊

本県内でございません。平成２７年度はまだうちのだけしかわかりませんけど、

平成２６年度以前の県内の数値を見てみますと、平成２６年度で７５％を切って

いるのもありません。８０％を切っている自治体が産山と球磨村だけの２村です。

産山と球磨村が７８.６％という数値でした。ちなみに高森町は平成２６年度が県

内で７番目のいい方向から７番目の数字ということで、監査員さんの御指摘には

あるんですけれども、他の自治体と比べますとかなりいい、弾力性は悪いほうで

はないという数値であるということを、一応御報告をさせていただきたいと思い

ます。 

それから、左から２列目の実質公債費比率、これが着実に毎年減っております

けれど、ここの数値がやはり自治体の本当の財政力がどうなっているかという部

分を見るのに一番いい数値だと思うんですけれども、これが明らかに毎年確実に

減っていっているというのが財政状況が確実によくなっているというのが、これ

で見て取れると。これはある自治体の財政破綻、北海道夕張市だったと思います

けど、そこが破綻したことによって、この数値を自治体で出して表すようにとい

うことで出されていますけれど、その一番最初が平成１８年度ですけれども、そ

れから着実によくなっているということは御報告したいと思います。 

駆け足でいきますが、右のページ、９ページ目で将来にわたる財政負担という

ことですけれど、起債の残高について、ここに真ん中の表とグラフで記載させて

いただいております。右側のグラフを見ていただきますと、真ん中の右側の棒グ

ラフですね、１４番目の臨時財政対策債というのが一番多いです。１９億５,８０

０万円ということで。７番目の過疎債、過疎対策事業債がその次に多い。５番目

の辺地対策事業、辺地債です。これが上から１、２、３ということでなっており

ます。この臨財債については交付税措置が１００％、過疎債が７０％、辺地債が

８０％ということですけれども、その交付税措置を考えてみますと、その３つだ

けで交付税措置が約３４億円ほど交付税措置でまかなえます。実際の借入残高４

６億９,５００万円のうちの、その３つだけで交付税措置が３３億６,０００万円

ほどございますので、実際の返済、町が負担になる分はそれを差し引いた額とい

うことですので、起債についてもそれだけ有意義な起債を十分活用していろいろ
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なことをやっているということでございます。 

１枚めくっていただきまして、１０ページ目の真ん中ほどで、基金の状況とい

うことで、１番目の財政調整基金については、ここ数年はあまり増減はありませ

んけれども、平成２７年度末が約１４億５,２００万円という数値でなっていると

いうことで、全体的な財政状況については今御説明した内容でございます。 

それから、最後にもう１ページめくっていただきまして、平成２７年度の主な

施策の成果表ということで１番目に総務課で庁舎太陽光発電設備・蓄電池等設備

工事というのを太陽光発電ですね、させていただいておりましたが、これが熊本

地震のときに非常に役に立ちまして、１６日本震の日の夜中に出て来たときに、

これがあったおかげで総務課が電気が照明がついていて、そのときに活躍しまし

た。 

以上で、すみません、長くなりましたけど決算と財政状況がどうなのかという

御報告を終わらせていただきたいと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で総務課の説明が終わりました。財政状況についても

大変良好だという説明もございました。やはりこれは一つ箱もの作ったり、ある

いは広域農業の負担金等も、償還が終わった、そういった部分もあろうかと思い

ます。 

それでは、ただいまから質疑を受けたいと思いますけれども、総務課、大変全

般を担当しております。監査意見書、それから各会計の財政の概要書等につきま

しても質疑があれば受けたいというふうに思いますのでよろしくお願いをしたい

と思います。質疑ございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

説明のありました概要書の中で借入残ですね、市中銀行がありますが、今何社

ぐらいありますか。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

今残っておりますのは１０年ほど前に借り入れてた分の残りでＪＡさん、阿蘇

農業協同組合があった程度で、ほかは、少しちょっとすぐは出てきませんけど、

記憶にないですけど、１社だけだったと思います。残っていれば肥後銀行が残っ

ていたかもしれません。その２件、２社だったと思います。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかには。 

○委員（本田生一君） ８番 本田ですが。 

歳出の７２ページの朋遊館管理費、先ほど４１万残ってからこの内容について

説明ございましたが、年２回検査をやっておりましたが１回しかやらなかったの

で、これが余ったというようなことで、じゃあ、検査はそれでいいわけですか。
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１回すればいいわけですか。２回せないかんのを、１回しかしていないというこ

とは、それでいいわけですか。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長の佐藤です。 

前回のレジオネラが発生しましたので、年２回というのをやらないといけない

ということで、やっておりましたけども、中の運営の状況とか検査のスパンの関

係で、今回２回目を年度内にできなかったということでありまして、実際には２

回をやるのが正しいということです。 

○委員（本田生一君） はい、分かりました。いいです。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでございますので、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２７年度高

森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定をいたしま

した。 

 次に、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題

といたします。 

総務課の説明を求めます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

５ページをお開きいただきたいと思います。予算書。第２表、地方債の補正の

ところから御説明させていただきます。地方債につきましては財政で管轄してお

りますので御説明いたします。１１番目、１１の堆肥舎建設事業費債につきまし

ては、事業については農林政策課関連でございまして、アグリセンターの堆肥舎

建設についての財源措置ということで、工事費の半分５００万円と補助対象にな

らない設計委託料の１００万円の合計６００万円を辺地債で借り入れをしたいと

いうことで計上させていただきました。次の、臨時財政対策債につきましては限

度額の確定、これに伴いまして限度額いっぱいを借り入れるということで、限度

額の変更をさせていただきました。 

続きまして、８ページをお開きいただきたいと思います。８ページ歳入でござ

いますけど、第１目地方特例交付金につきましては額の確定によりまして増額、
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第１０款地方交付税につきましても当初予算より３,８０１万６,０００円の増額

ということで地方交付税の普通交付税が確定しましたことにより、増額でござい

ます。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１０ページをお開けください。１５款県支出金で第２目の総務費県委託金、第

４節の参議院通常選挙費の委託金ですけども５１８万４,０００円を増額補正させ

ていただいております。内容としましては開票時に使用いたします自書式の投票

の分類機を購入する予定で歳入を計上させていただいております。この機械を導

入することによりまして、今回の参議院議員通常選挙時では業者さんの災害支援

ということで、無償で貸し出しを受けておりまして、これを使用しましたところ

開票の人数が約半分で済みまして、なおかつ開票時間が１時間短縮をしておりま

す。効果的には十分あると思われますので、今後国に対してすべての執行経費の

精算をしますので、そのときに要望いたしまして購入をしたいと思っております。

その分の経費を同額、歳入歳出をさせていただいております。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

次、第１８款の繰入金で、基金からの繰入金でございます。まず、財政調整基

金の繰入金２,３２２万４,０００円を減額いたしました。これは財源調整による

ものでございます。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

下段のふるさと応援基金繰入金６２３万４,０００円につきましては、たかもり

ポイントチャンネルのほうで詳しい内容説明があったかと思いますので、これは

割愛させていただきます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

次の高森町災害基金ということで、基金からの繰入金１００万円でございます。

これは草部地区の忠魂碑の忠魂碑は地震により倒れて破損しました、その修復の

財源ということで今回計上させていただいたものです。 

次の、第１９款繰越金につきましては、平成２７年度からの繰越金の確定によ

りまして増額をいたしました。 

その一番下、１１ページに移ってますけれど、２１款の町債につきましては、

先ほど地方債の補正で御説明いたしましたとおりでございます。 

続いて、歳出に移らせていただきます。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１２ページをお開きください。第２款の総務費、第１目の一般管理費ですけど

も、これ以降に計上しております各款の給料及び職員手当、共済費につきまして
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は、６月、７月の人事異動による調整を行っております。主に人件費の分です。 

１２ページの第１２目電算費の１１節需用費ですけども、こちらは１００万円

を計上させていただいておりますが、こちら大型プリンターと端末機２台分の修

理代を計上しております。続きまして１３節の委託料、こちらにつきましては本

会議中で課長補佐から説明が概要でありましたマイナンバーセキュリティの構築

事業ということで１,０９４万１,０００円を計上しております。 

以上です。 

○地域振興係長（野尻典男君） 地域振興係の野尻です。 

資料の１３ページをお願いします。１番上の第１５目の朋遊館管理費の中で修

繕料として８０万円を計上させていただきました。これは、朋遊館の調理室に使

用されているガスについて、ガス漏れした調理室にいたるまでの配管について、

微量ではあるのですけれども漏れが認められているというようなことで地中に埋

設されている配管と、地上に露出している部分の配管の腐食がかなり激しいとい

うことで併せて工事をいただくということで資料に準じて８０万円計上させてい

ただきました。 

以上でございます。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐、岩下です。第２０目の庁舎等管理費で委

託料で４９万５,０００円、駐車場購入候補地鑑定評価業務委託ということで、こ

れにつきましては役場と総合センターにつきまして、慢性的な駐車場不足という

こともあり、その周辺の土地の購入の計画を進めております。特に、熊本地震の

ときの避難所の駐車場不足というのは非常にありまして、その関係で周辺の土地

の売買価格の取引価格の参考とするために鑑定評価を委託するものでございます。 

○総合調整係長（緒方久哉君） 総合調整係の緒方です。 

その下、目２１のふるさと納税費の２０万円減額なんですが、こちらさっきの

ふるさと納税分を財源として各備品を購入いたしましたけど、その中でノートパ

ソコン３台３０万円計上しておりました。このうちの内訳がふるさと納税用の事

務で１台、色見保育園、東保育園から各１台ずつ要望が上がっておりますので、

こちらで購入してお渡しするような形を当初は思ってましたけれども、それぞれ

の保育園で購入して管理するほうが望ましいということで御指摘をいただきまし

たので、その分の２台分２０万円を東保育園、色見保育園にそれぞれ財源振替と

いうことでお渡ししております。 

以上です。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

１４ページをお開けください。第２款第４項第２目の参議院議員通常選挙費の
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備品購入費ですけれども、こちら先ほど歳入で御説明させていただいたとおり、

自書式の投票用紙読み取り分類機を購入する経費を計上しております。５１８万

４,０００円です。 

以上です。 

○総務課長補佐（岩下 徹君） 課長補佐 岩下です。 

１６ページの１２目の民生費熊本地震災害対策費の１１節需用費で修繕料がご

ざいます。このうちの１００万円につきましては先ほど申しました災害基金を財

源といたしまして、草部地区の忠魂碑の修復のための修繕料ということで１００

万円を計上させていただいているところです。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

２１ページをお開けください。第８款第１項第２目の非常備消防費ですけれど

も、第１４節の使用料及び賃借料です。こちらは災害時に、この地震のときにほ

とんど外部との通信が停電によりできなかったということで、長距離のトランシ

ーバーを導入しております。そのトランシーバーの無線の電波使用料ということ

で２万２,０００円を計上しております。 

続きまして第４目の防災管理費の需用費ですけれども、こちらは同じく地震の

ときに、こちらで在庫でストックしておりました個別受信機が全部貸し出しをし

ております。今現在ストック分が５台分ほどしかありませんので、かなり年数も

経過して個別受信機が調子が悪かったり受信ができなかったりしているところも

ありますので、その予備分として３０台分をここで購入させていただくように計

上しております。 

次の第５款の消防費熊本地震災害対策費ですけども、第１節の報酬、こちらは

消防団の出動報酬と、建物の危険度判定士の報酬を計上させていただいておりま

す。思ったよりも消防団の出動が多くて、この報酬が不足しておりましたのと、

建物の危険度判定士の方の報酬を当初見込んでおりました時間よりもだいぶ多く

判定をしていただいておりますので、その分の報酬を計上しております。同じく

１８節の備品購入費ですけれども、こちらは避難所の備蓄倉庫６カ所分というこ

とで色見総合センター、上色見総合センター、草部総合センター、草部北部の高

森自然学校、尾下の総合センターと河原総合センターこちらのほうに備蓄倉庫を

やっていただくために、ここに計上しております。 

以上です。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で、総務課の説明が終わりました、これから質疑を行

います。質疑ありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 
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今、消防にあった長距離無線に関しての長距離、距離的にどれくらいの距離が

あるんですか。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

このトランシーバーを導入するときに、この役場のところにアンテナを一つと、

草部の総合センターに一つ、それと高森自然学校に一つ、高森東中学校の体育館

に一つアンテナを立てて、そこを中継して町内全域をカバーするような仕組みを

とっております。配付するのは各消防団に分団長に１台と消防団に１台、駐在員

さんに各１台ずつと役場の非常時に使うように数十台とっております。 

○委員（牛嶋津世志君） 電源はバッテリー式か購入式か。 

○総務係長（岩下雅広君） 総務係 岩下です。 

バッテリー式です。充電器もセットでお渡しする予定です。 

○委員（牛嶋津世志君） はい、わかりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

これは予算とは関係ありませんけれども、お願いがあります。というのは、課

長補佐には以前お願いしたんですが、今回も防災関係でかなり備品等を各地区に

避難所に入れていただいておりますけども、その備品等を設置していただくとき、

各地区に防災組織等がございますので、できればその防災組織を通じてどこに設

置するとか、そういうのをしていただくと、その後の防災訓練とかに有効に使わ

れると思いますので、ただ地区の代表の方に言われてもいいですけど、できるな

ら防災組織の代表を通じていただくならありがたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（芹口誓彰君） いいですか。今の意見に対して、総務課長。 

○総務課長（佐藤武文君） 総務課長 佐藤です。 

   今、備品の購入とか設置についてのお願いございましたけれども、今後備品の

維持管理等の問題もありますので、十分連携をとりながらやっていきたいという

ふうに思います。御意見ありがとうございます。 

○委員長（芹口誓彰君） よございますか。 

○委員（興梠壽一君） 再度、お願いしておきます。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようでしたら、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本案につきまして採決をいたします。議案第５３号、平成２８年度

高森町一般会計補正予算につきましては、原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することに決定

をいたしました。 

   以上で、総務課に関する付託案件については終了いたしました。お疲れさまで

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時２０分 

再開 午後０時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開いたしま

す。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 本委員会に付託されました政策推進課関連の日程第１号、

平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

決算の説明の内容につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以

上について説明をお願いいたします。 

また、特に必要が認められる事項につきましては併せてお願いをいたします。

なお、説明にあたってはページを追って説明をしていただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。説明お願いします。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

委員長から説明がありましたとおり担当別じゃなく決算書別で説明させていた

だきますのでよろしくお願いします。お手元に平成２７年度高森町普通会計決算

概要書、これを御準備いただいてよろしいでしょうか。といいますのは、これに

１３ページから政策推進課の事業の内容が説明してございます。予算額と事業内

容額が合わないものですから併せてやりたいと、同時に説明させていただければ

と思いますので、そちらのほうも御準備よろしくお願いいたします。 

１３ページからになります、概要書の同時に説明させていただきます。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

予算書の３６、３７ページをお開きください。２項国庫補助金、２目総務費国

庫補助金、２節で美しい農村再生支援事業交付金といたしまして６００万円補助
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金の交付を受けております。事業の詳細については、歳出のときに説明させてい

ただければと思います。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

同じく３節の地域住民生活等支援のための交付金ですけども、こちらは詳細に

ついては歳出のほうで説明させていただきますけども、地方創生先行型交付金の

タイプ１とタイプ２併せまして４,０８８万６,０００円の交付を受けております。 

続きまして、その下の段の４節過疎地域等自立活性化推進交付金になります。

こちらのほうは過疎地域等集約ネットワーク圏形成支援事業補助金としまして１,

２００万円、国からいただいております。その下、１３節の地方創生加速化交付

金の７,９４３万４,０００円につきましては平成２８年度への繰り越しになって

おります。その下、２目総務費国庫補助繰越明許になります。３節地域住民生活

等支援のための交付金としまして、こちらのほうは主にプレミアム付き商品券事

業としまして４,４２７万４,０００円を国よりいただいております。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

続きまして４２、４３ページをお開きください。２項県補助金、２目総務費県

補助金といたしまして、５節地方バス運行等特別対策補助金としたしまして２６

９万９,０００円補助を受けております。続きまして、６節地域づくり夢チャレン

ジ推進補助金といたしまして５００万円補助金をいただいております。 

続きまして４８、４９ページをお開きください。３項県委託金、２目総務費県

委託金、２節統計調査費委託金といたしまして３５３万４,８４０円委託をいただ

いております。 

続きまして５６、５７ページをお開きください。４項雑入、２目雑入、２節雑

入といたしまして１,６３５万２,９９２円上がっておりますけれど、こちらのう

ちの５０万円をデザインセンターからの補助金という形でいただいております。

歳入は以上となります。 

続きまして歳出のほう御説明申し上げます。６８、６９ページをお開きくださ

い。１０目企画費といたしまして、１４節使用料及び賃借料といたしまして、情

報通信基盤整備事業といたしまして６,６０５万９,２８０円支出を行っておりま

す。 

続きまして１９節負担金補助及び交付金といたしまして、バスの運行の負担金

２,６２６万８,０００円及び阿蘇広域事務組合の負担金１,２５７万９,０００円

とその他の負担金合わせまして４,０４５万３,２８２円支出いたしております。

こちら繰越しの８,１００万円につきましては、加速化交付金といたしまして国か

ら採択いただいた事業になりまして、今年度の平成２８年度実施分の加速化交付
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金といたしまして繰り越しを行っております。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 政策推進課長の馬原でございます。 

今、説明しました件につきましては、先ほどお開きいただきました政策推進課

の中の情報通信基盤整備事業６,６０６万円この分になります。そこについて簡単

に説明の記載があります。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

７０ページ、７１ページをお開きください。１１目地域振興費の中の１節報酬

になります。こちらの２２８万円につきましては地域おこし協力隊分の報酬にな

ります。その下、１４節使用料及び賃借料の１３９万８,５７４円につきましては、

地域おこし協力隊の車両のリース料と家賃です。住居の借り上げ料になっており

ます。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

同じく１１目地域振興費の１９節負担金補助及び交付金、こちらの９７万４,０

００円の中に、成果表の中にあげております天草高森横軸連携の負担金５０万円

を事業として実施させていただいております。 

続きまして７６、７７ページをお開きください。政策推進費の１３節委託料と

いたしまして、美しい農村再生支援事業５５４万７,６００円等を含みまして５８

４万８,３４０円計上させていただいております。こちらのほうが成果表の予算額

と違ってきておりますけれども、こちらの中には小学校、中学校で「赤牛給食の

日」ということで赤牛の啓発を込めて給食を出してる食糧費等も含まれておりま

すので、ちょっと金額に差異が出てきているような形となっております。 

続きまして７８、７９ページをお開きください。２２目総務費降灰対策費、１

９節負担金補助及び交付金、こちらの３６６万１,１８８円のうち２００万円のほ

うが、私ども政策推進課で行った事業で南鉄の軌陸車の購入で支出させていただ

いております。こちらの降灰の軌陸車のほうが全額で２,４００万円かかっており

まして、４００万円を基金から、残りの４００万円を南阿蘇村と高森町で２００

万円ずつ支出する形で軌陸車を購入させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

その下の２３目過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業費で１,２６０万円

になりますけれども、こちらは楽しく暮らす研究会を事業主体としまして、昨年

度、高森町型ネットワーク居住構築事業を行っております。内容につきましては

施策の成果表にもあげておりますけれども高森色見地区の空き家調査であったり、

これもまた集落ネットワーク圏といいます計画の策定を行いましたり、移住定住

のためのパンフレットでありましたり、あとはコミュニティービジネスの構築で
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あったりの事業を行っております。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

同じく７８、７９ページ、２４目住民生活等緊急支援総務事業費、１３節委託

料といたしまして、施策の成果表にも記載させていただいておりますとおり、昨

年１２月に高森湧水トンネルで「高森・水辺のジャンボリー」を開催させていた

だきました委託料として支出させていただいております。こちらの１,０５０万円

のうちの５００万円は地方創生交付金のタイプ２型といたしまして、もう５００

万円が県の地域づくり夢チャレンジ推進補助金といたしまして、補助金を活用い

たしまして１,０５０万円で「高森・水辺のジャンボリー」を実施させていただい

ております。続きまして１９節負担金補助及び交付金３,５８８万６,０００円の

うちの５００万円を菊池市、合志市との広域連携事業といたしまして、肥後六華

の会へ負担金として支出させていただいております。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

その中の３,０８８万６,０００円につきましては、高森式ＤＭＯまちづくり組

織の設立に向けた実践事業のほうを行っています。この内容としましては主な施

策の成果表にもありますように、観光立町による推進計画に基づきまして、計画

の中で最も重要でありました推進組織の拠点となる事業所と併せて、まちなかカ

フェを空き店舗を活用しまして改修を行っております。それと併せまして移住定

住や地域活動の情報を多言語で活用するホームページの制作と、外国人観光客に

対しておもてなしを行うための英語講座の開催とイベントを開催しております。 

それと、ここには載ってないんですけど農政のほうの同じ住民生活等緊急支援

事業費としまして３３８万５,０００円が熊本市西原校区・高森町草部南部地区地

域交流事業としまして、熊本市の西原校区と草部南部地域で様々なイベントの連

携であったり人材の交流などを図りまして、それと併せまして地域で取れるお米

のブランド化を推進している事業を実施しております。それと併せまして、今度

は施設整備事業としまして河原地区の市野尾地区で加工所整備事業を行っており

ます。こちらのほうも地域の空施設を利活用しまして、以前から河原の地域で必

要性の高かった加工所の改修を行っております。 

以上になります。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

続きまして同じく２４目住民生活等緊急支援総務事業費の繰越しの分を説明さ

せていただきます。 

８０ページ、８１ページをお開きください。１３節委託料といたしまして次世

代ウェアラブル端末を活用した地域健康づくり見守り事業１,４５４万８,０００
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円ほか、１,７５２万９,１２６円支出させていただいております。こちらのウェ

アラブル端末を活用した地域健康づくり見守り事業なんですけど、お手元の主な

施策の成果表で御説明さしあげてますとおり、こちらの交付金を活用しまして人

型ロボット「ペッパー」による次世代ウェアラブル端末での健康づくり見守り事

業を実施いたしております。こちらの「ペッパー」は現在「ＴＡＫＡｒａＭＯＲ

Ｉ」に設置いたしまして見守り事業と併せて観光案内とかもする形で活用させて

いただいているところです。 

○まちづくり係長（今吉輝子君） まちづくり係 今吉です。 

その下の１９節負担金補助及び交付金になります。１,７３５万４,４００円な

んですけども、こちらのほうは地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金事業の

中で高森町プレミアム付き商品券事業を行っております。地域内消費拡大を目的

としておりまして、プレミアム率が２０％、１万円で１万２,０００円の商品券の

販売を行っております。結果としましては、一般商品券が５,８５８冊、子育て商

品券が１４２冊、総額５,９７１万６,０００円で換金率が９９.６９６％でありま

した。町内の消費喚起につなげるための事業になっておりました。その中で不用

額が３３万７,６００円出ているんですれども、こちらのほうは事業のほうで子育

て世代の上乗せ分について購入希望者が少ないことで、残額が生じております。

この事業が高森町商工会への委託事業でありましたので、平成２８年３月までが

委託期間であったため事業終了後に返戻されまして不用額が生じております。 

以上です。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

続きまして９０ページ、９１ページをお開きください。５項統計調査費といた

しまして３４９万４,１８１円支出させていただいております。調査のほうが昨年

平成２７年度は国勢調査を行っております。５年に一度で一番大きな調査ものと

いうことで金額が３４９万４,１８１円支出させていただいているところでござい

ます。 

続きまして１３２、１３３ページをお開きください。６款商工費、１項商工費、

２目商工振興費の中で１９節負担金補助及び交付金といたしまして、商工会助成

金への４５０万円を含めまして４６５万円支出させていただいております。 

続きまして同じく１３２、１３３ページ。３目観光費、１３節委託料のところ

でパンフレットの作成といたしまして１４９万９,９０４円支出させていただいて

おります。こちらお手元の主な施策の成果表でも記入させていただいておりまし

て、今まで高森町で一冊のパンフレットというのがございませんでしたので、高

森の魅力をＢ５サイズ２４ページにわたって紹介する高森観光パンフレットを３
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万部製作しております。こちらの１４９万９,９０４円のうち５０万円については、

先ほど雑入のほうで説明しました阿蘇デザインセンターの補助金を活用させて実

施させていただいております。 

続きまして同じく１５節工事請負費といたしまして、殿の杉整備事業２０４万

７,２０９円支出させていただいております。こちらのほうもお手元の主な施策の

成果表のほうで説明させていただいておりまして、近年パワースポットとして観

光客が増加している高森殿の杉の案内看板設置、駐車場の整備を行っております。

こちらの成果表との金額の差異についてですけれども、こちらのほうがあくまで

駐車場整備として２０４万７,２０９円、残りのほうは看板設置料として事業させ

ていただいておりますので、成果表のほうでは併せて高森殿の杉整備事業という

ところで記載させていただいております。 

続きまして１３４ページ、１３５ページお開きください。４目湧水館管理費、

こちらの中の１３節委託料といたしまして高森湧水トンネルのプロジェクション

マッピング等設置事業としまして１,４９５万１,５２０円支出させていただいて

おります。こちらのほうは、高森湧水トンネル公園入園者数の増加と本町への観

光見込み客数の増加を目的としてトンネル内に常設型のプロジェクションマッピ

ングを設置させていただきました。こちらのほうは平成２７年度主な施策の成果

表の中でも記載させていただいております。 

続きまして１３６、１３７ページをお開きください。６目観光交流センター管

理費、１３節委託料といたしまして観光交流センター指定管理料３５０万円支出

させていただいております。 

以上でございます。 

○政策推進課長（馬原恵介君） 一応、これで説明終わりますけれど主な施策の成果

表の中に一部説明がなかったものがありますので補足させていただきます。 

   まちづくり係の分になりまして、地域コミュニティー活動推進事業が７０万円

と５５万円あります。これは地域のコミュニティー活動事業に対して１事業５万

円、それから花のあるまちづくりで５万円ということで、それぞれ交付しており

ます。ですからこれを５万円で割った数についてが事業実施数ということになり

ますので補足させていただきます。 

   その上の平成２７年度の地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業交付金につ

きましては、三つ、１１５万、３３万８,５００円、３００万円につきましては事

業主体が政策推進課でございますけど、予算は農林政策課ということで、この担

当課で予算説明ができないことを付け加えさせていただきます。 

以上でございます。 
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○委員長（芹口誓彰君） ただいま政策推進課から歳入歳出決算の各項目及び施策の

成果表につきまして説明がございました。併せて質疑を受けたいと思います。 

   質疑ございませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

今、一番最後の観光交流センターの委託費３５０万ありますが、委託の内容は

どこまで委託してありますか、管理、建物全体、芝生の広場全体管理する、どの

あたりまで管理委託してありますか。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

建物全体の管理と芝の併せた管理をお願いしているところでございますけれど

も、他の指定管理と同じく２０万円を超える修繕費用については町のほうで修繕

をさせていただくような形になっております。 

○委員（牛嶋津世志君） 今質問したのは周りの広場の芝生とか草刈り、結構あれ高

森の風と森がボランティアで草刈りすぐされてるんですが、観光協会がやったの

を見たことがないんだけど、そのあたり、前は佐伯さんがたまにはやりよったけ

ど、あんまり見ないんだけど、そこまで委託料に入ってるならちょっと強く指導

をしてほしいと思います。 

○商工観光係長（馬原孝平君） はい、わかりました。 

○委員長（芹口誓彰君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） ないようですので、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本件につきまして採決を行います。平成２７年度高森町一般会計歳

入歳出決算の認定については認定するとに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 次に、平成２７年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○商工観光係長（馬原孝平君） 商工観光係長の馬原でございます。 

 続きまして３２２ページ、３２３ページをお開きください。鉄道経営対策事業

基金特別会計について御説明申し上げます。まず、歳入といたしまして財産収入、
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こちらのほうが各基金の利子となっております。２５万５,０７２円、それと基金

の繰り入れといたしまして４００万円歳入のほうを上げさせていただいておりま

す。 

 続きまして３２４、３２５ページをお開きください。歳出といたしまして鉄道

対策事業費といたしまして積立金への繰り入れで２５６万円、そのほか負担金補

助及び交付金といたしまして４００万円支出させていただいております。こちら

のほう先ほども御説明申し上げましたとおり軌陸車の購入といたしまして、こち

ら基金で４００万円、南阿蘇村と高森町それぞれ２００万円持ち寄りまして８０

０万円で３分の２補助となりますので、合わせて２,４００万円の軌陸車を購入さ

せていただいているところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（芹口誓彰君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行いたいと思い

ますが、質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本件につきまして採決をいたします。平成２７年度高森町鉄道経営

対策事業基金特別会計歳入歳出決算の認定については認定するとに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

以上で政策推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 

御苦労さまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） それでは、最後になりましたけれど、議会事務局関連の認

定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

議会事務局の説明を求めます。 

○議会事務局長（佐藤幸一君） 事務局の佐藤です。 

平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定について係長から説明を申し上

げますのでよろしくお願いします。 
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○議会事務局係長（山田耕生君） 議会事務局務係長の山田です。 

それではお手元の歳入歳出決算書の６０ページ、６１ページをお開きください。

議会事務局におきましては、歳入予算のほうはございませんので、歳出のみとな

っております。お手元の６１ページの款、項、目、議会費の部分です。この部分

一つになっております。予算現額７,５５６万８,０００円に対しまして、支出済

額７,４７７万２,９８０円となっております。主なものにつきまして御説明いた

します。１報酬につきまして、こちらにつきましては、条例に記載されておりま

す議員さん分の報酬ということで２,７６２万９,９９５円の支出を行っておりま

す。２節から４節につきましては、総務課での計上の給与等になっておりますの

で説明は割愛させていただきます。９節旅費につきまして、支出済額２２４万８,

１５０円こちらにつきましては議員の費用弁償ほか研修視察等の旅費ということ

で支出をさせていただいております。１２節需用費ですけれども１０２万４,９２

７円の支出済み、こちらにつきましては事務局内で使用します消耗品及び公用車

の燃料費と事務局内で管理しております書籍の追録代及び議員さん等の懇親会等

が行われた際の食糧費ということで需用費で組ませていただいている分の支出項

目になっております。 

１３節委託料、支出済額２０８万４０４円、こちらにつきましては不用額が２

７万８,５９６円出ております。内容については各定例会、臨時議会議事録の作成

を業者に作成業務委託ということで委託料を組んでおりますけれども、昨年平成

２７年度におきまして、例年に比べ臨時会の開催回数が少なかったということで、

当初想定していた回数の臨時会が開催されませんでしたことから、議事録の作成

委託料が予定の見積もりよりも安く済みましたので、その分の差額ということで

不用額がでております 

主なものについては以上になります。 

○委員長（芹口誓彰君） 以上で、説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） これで討論を終わります。 

これから、本件につきまして採決をいたします。認定第１号、平成２７年度高

森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 これで議会事務局に関連する付託案件については終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（芹口誓彰君） 続きまして、日程第２、所管事務の閉会中の継続調査につ

きまして審議いたします。閉会中の継続調査につきましては、１、行財政の運営

に関する事項、２、地域振興に関する事項、３、町有財産の管理に関する事項、

４、環境衛生に関する事項、５、町税に関する事項、６、防災に関する事項、７、

地籍調査に関する事項、８、商工の振興に関する事項、９、観光の振興に関する

事項、以上、９事項を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（芹口誓彰君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

これをもちまして、総務常任委員会閉会をいたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後１時４０分 
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平成２８年第３回定例会文教厚生常任委員会記録 

平成２８年９月１２日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） おはようございます。定刻３０秒ぐらい早いですけれども、

ただいまから、定足数に達しましたので、文教厚生常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 日程第１、本委員会に付託されました議案について審議い

たします。 

それでは、本委員会に付託されました教育委員会関連の認定第１号、平成２７

年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言してくだ

さい。また、事業費１００万円以上、不用額２０万円以上、またその他この額に

関係なく必要と思われるものを説明していただきたいと思います。 

それでは、教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 教育委員会の事務局長の阿部です。 

認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定につきまして、各

担当係長より御説明を申し上げます。 

○委員長（立山広滋君） ページを追ってから説明をお願いします。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係長の住吉です。 

それではページを追って説明させていただきます。１５１ページです。 

 歳出です。２目の事務局費の中で１１需用費です。２１万９,８９６円となって

います。これは修繕費と燃料費の見込みがなかったからです。１２の役務費につ

きましてはスクールバスの自賠責の件の見込み分で残っております。２０節の扶

助費です。これ、就学支援制度使用額の見込みの分で残っております。 

続きまして１５３ページになります。３目学校教育費、９旅費です。２０万９,

０００円上がっておりますが、これは町費教職員の出張費が当初より少なかった

ための不用額となっております。 

続きまして、１５７ページになります。２項小学校費、１学校管理費につきま

してですが、これにつきましては、不用額が需用費で１１０万円ほど上がってお

ります。これにつきましては、小学校が管理している予算も含んでおりますため

に、需用費の残が多くなっております。事業費としては修繕費等々が余って不用
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額となりました。 

１２節の役務費につきましては、電話代等が不用で残っております。１４節の

使用料及び賃借料につきましては、コピー機の使用料で３１万３,０００円残って

おります。 

続きまして１５９ページになります。３項中学校管理費、１目学校管理費につ

きまして、これにつきましても中学校が管理している予算が含んでおりますので、

需用費が残っております。１１節の需用費で９７万２,０００円は、消耗品代、修

繕料が上がっております。１２節の役務費につきましても、電話代等で余ってお

ります。１４節の使用料につきまして、これがコピー機の使用料が不用となって

おります。 

学校教育係からは以上です。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 事務局次長兼社会教育係長の後藤でござい

ます。 

私のほうからは、担当する部分は１６１ページ以降の費目になりますが、不用

額に関しては１項目だけでございますので、１６７ページを御覧いただけますで

しょうか。上のほうにございます、町民体育館等管理費の中の続きでございます。

その中に工事請負費がございまして、昨年度は町民グラウンドの照明関係、これ

とバックネット関係等の工事を一括して行っております。その際、照明灯が３月

でしたが、その際にもう一度変更がある可能性があるということでここで６７万

１,０００円ほど、そのまんま落とさずにいったということで、ここで６７万１,

０００円残っております。 

社会教育係のほうは以上でございます。 

○学校給食係長（中川雄一朗君） 学校給食係長の中川です。よろしくお願いします。 

平成２７年度決算説明の内容に関する不用額について御説明いたします。補正

予算に不用額が出そうなものについてはあらかじめ減額しており、全項目歳出に

おいて２０万円以上の不用額は発生しておりませんので、御報告いたします。 

続きまして、事業費につきましても１００万円を超える事業はありませんでし

たので併せて御報告いたします。 

以上が学校給食係からの説明となります。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 以上です。 

○委員長（立山広滋君） 以上ですか。今説明が終わりましたけれども、これから質

疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳

入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 続いて議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。 

教育委員会の説明を求めます。 

○教育委員会事務局長（阿部恭二君） 議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計

補正予算につきまして、各担当係長より御説明を申し上げます。学校教育係長よ

り。 

○学校教育係長（住吉勝徳君） 学校教育係長の住吉です。 

それでは予算書を説明させていただきます。まず歳入からです。予算書８ペー

ジをお開きください。１２款分担金及び負担金で教育費負担金ですが、これにつ

きましては１学期臨時通学バスを高森町と南阿蘇村共同で運行してきましたが、

２学期以降は熊本県が事業主体となりますので、その分の負担金を減額をさせて

いただいております。 

続きまして予算書９ページです。９目の教育費県補助金につきまして、先ほど

説明しました件で、１学期分の市町村負担金の半分を熊本県が補助することにな

っておりますので、その分の補助分の予算を計上させていただきました。 

続きまして歳出に移ります。２１ページをお開きください。２目の事務局費で

すが、１１節需用費、消耗品費につきましてですが、高森東校区中型のスクール

バスのスタッドレスタイヤが消耗しておりますので、６本分の予算を計上させて

いただいております。 

続きまして８目の教育費熊本地震災害対策費につきましてですが、１９負担金

補助及び交付金で、熊本地震通学支援助成金につきましてですが、これにつきま

しては２学期以降、熊本県が事業主体で行うことになりましたがＪＲ大津駅まで

の運行となっております。臨時通学で。桜木方面につきましては産交バスが運行

している関係上、通学バスは運行されないようになりました。それに伴いまして、

ＪＲ大津駅以降の定期の金額と、産交バスの利用者の金額を平等視するために、
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産交バスの利用者に対して７割の助成を行うことといたしました。大体ＪＲ大津

駅からの利用者が、定期券に１カ月７,７６０円になっています。産交バスを利用

される方の１カ月の定期が大体２３,５２０円となっています。産交バス利用者の

２３,５２０円の７割ということで、１６,４００円負担いたします。その差額７,

１２０円が個人負担となりますので、大体、ＪＲを利用される方と同等の金額に

なるように補助をいたします。７名程度おられるみたいなので、その８カ月分で

考えております。 

続きまして予算書２２ページをお開きください。３目の学校管理費の１５節工

事請負費です。中央小学校運動場排水改修工事につきましてですが、中央小学校

の運動場側の門のところの排水が非常に悪くて水が溜まります。それで水が溜ま

って砂のほうが門のレールに溜まりまして、開け閉めが非常に困難になっており

ます。毎回雨が降るたびに先生方が砂を取る作業を行っておりまして、授業等に

支障を来すおそれがありますので、今回水が溜まらない、砂が溜まらないように

自由勾配側溝を設置して工事を行うようにいたしました。 

学校教育係からは以上です。 

すみません、もうひとつ訂正です。２１ページにお戻りください。事務局費の

３給料費、職員手当、共済費につきましては、これは総務課で管理をしている予

算となっております。 

以上です。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 社会教育係長の後藤でございます。 

私のほうからは、２１ページをそのまんまお願いいたします。８目の教育費熊

本地震災害対策費の１９負担金になりますけれども、これですね、公共的施設整

備事業の補助金ということで、中村公民館の修繕工事ということで上げさせてい

ただいております。これにつきましては４月のあたまで老朽化によって雨漏りは

かなりひどかったのですが、書類を準備されていて地震がきたもので、それでさ

らに地震により悪化したということで緊急性のあるということで今回出させてい

ただいております。今、使えない状態ということで聞いておりますので、一刻も

早く修理をして、お金を出して修理をしていただきたいというふうに考えており

ます。 

それと次の２２ページをお開きいただけますか。中ほどの社会教育費の社会教

育施設費になりますけれども、これは私の担当のところでございますが、これに

つきましては生活環境課のほうから上げられておりますので、御報告だけしてお

きます。 

以上でございます。 
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○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

今の中村公民館の件に関してのお尋ねですが、中村公民館に限らず、火災保険

は施設は入っておられるんですか。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） それぞれ地元ですね。 

○委員（牛嶋津世志君） 公民館単位で入っていますか。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） 社会教育係長の後藤でございます。 

それぞれ火災保険は地元でございます。火災保険にしても、保険関係は全部。 

○委員（牛嶋津世志君） じゃあ、地震保険も地元で入っとらすとですか。 

○教育委員会事務局次長（後藤一寛君） はい。そうです。はい。 

○委員（牛嶋津世志君） わかりました。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） ありませんか。これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５３号、平成２８年度高森町一般会

計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で教育委員会に関連する付託案件については終了いたしました。教育委員

会の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１４分 

再開 午前１０時２３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 本委員会に付託されました、住民福祉課関連の認定第１号、

平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言してくだ

さい。また、事業費１００万円以上、不用額２０万円以上、その他必要があると

思われる事業についての御説明も併せてお願いします。 

それでは住民福祉課の説明を求めます。 
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○住民福祉課長（安藤吉孝君） おはようございます。住民福祉課の安藤でございま

す。 

平成２７年度決算報告につきまして各担当より説明させていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（立山広滋君） ページを追ってから説明お願いします。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） おはようございます。福祉係 眞原です。 

決算書２８ページ、２９ページをお開きください。１２款の分担金及び負担金

の２項負担金、３目民生費負担金の３節児童福祉費負担金の現年分でございます

けれども、調定額１,１２２万４,７６２円に対しまして収入済額１,１１０万８,

７６０円、１１万６,０００円が収入未済ということで、翌年度繰越となっており

ます。徴収率については９９％、高森保育園、私立保育園の保育料の分でござい

ます。 

続きまして４節の滞納繰越分ですけれども、調定額５６万１,９７０円に対しま

して収入済額５６万３,０００円ということで、未済額は３９万８,９７０円、滞

納が５件、徴収率は２９％となっております。 

続きまして５節の障害福祉負担金でございますけれども、調定額、収入済額と

も１,０３５万６００円となっています。これにつきましては地域生活支援事業の

南阿蘇村、西原村の負担金の分でございます。 

続きまして３０ページ、３１ページのほうをお開きください。１３款の使用料

及び手数料の１項使用料、３目民生費使用料の２節の児童福祉施設使用料現年分

でございます。これは町立保育園、公立の保育園に関する使用料でございます。

調定額１,００４万７,９８０円に対しまして１,００３万６,９８０円ということ

で、未済額が１１,０００円、滞納が２件です。９９.９％の徴収率となっており

ます。それから児童福祉施設使用料の滞納繰越分ですけれども、調定額、収入済

額とも同額の１２,０００円ということで、滞納繰越分は無くなりました。 

すみません、３４ページ、３５ページのほうをお開きください。１４款の国庫

支出金の１項国庫負担金、３目民生費国庫負担金の１節障害福祉負担金につきま

しては、これは更生医療とか、療養介護の分の国庫補助の負担金の分、２分の１

の国庫補助金の分でございます。 

続きまして児童福祉費、福祉費負担金につきましては、高森保育園だったり、

認定こども園高森幼稚園の分の国庫補助金の２分の１の分、３節は児童手当の国

庫負担金が３分の２の分でございます。それから５節の支援費の負担金につきま

しては障害福祉サービス、施設入所だったりとか、グループホーム等の入所の方

の国庫負担分、２分の１でございます。それから８節、９節につきましては臨時
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福祉給付金の分でございます。 

続きまして３６ページ、３７ページをお開きください。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係の石田です。 

住民係関係の決算を報告します。３７ページ、第１４款国庫支出金、第２項第

２目の５節の個人番号カード交付補助金ですが、個人番号カード交付事業として、

総務省のほうより決算額で２１１万１,０００円。繰越しがありまして１６６万円

の事業費と４３,０００円の事務費が２８年度への繰越しとなっております。 

以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

同じく３目の民生費国庫補助金です。障害福祉補助金でございますけれども、

１節ですね、これは地域活動支援センターの国庫補助金の補助金２分の１でござ

います。３節子育て支援交付金は延長保育子育て支援センター、一時預かり等の

国庫補助分３分の１でございます。 

続きまして、４０ページ、４１ページのほうをお開きください。１５款県支出

金、県負担金、民生費の県負担金でございますけれども、これは先ほど国庫負担

金の時に説明しました分でございます。基本的には国庫補助が２分の１、県補助

分が４分の１というかたちで、各項目決算というかたちになっております。 

それから４４ページ、４５ページのほうをお開きください。民生費の県補助金

の２節重度心身障害者医療費給付金です。身体障害者１、２級の方、療育手帳Ａ

１、Ａ２の方、精神障害者手帳１級の方に対して、一部負担金を除いてお金を払

い戻すという制度でございますけれども、この分の県補助金の分の２分の１を計

上しております。それから障害福祉補助金につきましては、先ほど国庫支出金の

時に説明しました分の４分の１でございます。４節多子世帯保育料につきまして

は、第３子以降の保育料の減免分を県が補填する分の事業費となっております。

それから１０節子育て支援交付金につきましては、さっき国庫補助の時に説明を

しました分の県補助分３分の１でございます。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

５５ページをお開きください。下の諸収入の貸付金元利収入の２節の住宅の新

築資金貸付金元利収入と過年度の分それぞれ３３万５,３３０円と２,３３１万１,

５７６円に対して、それぞれ２５,７３５円と７６万９,２６５円の収入となりま

して、未納分が３０万９,５９５円と２,２５４万２,３１１円ですね、８件が未納

となっております。 

以上報告します。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係 石田です。 



 － 8 － 

住民係の歳出について御説明します。第２款総務費の、８４、８５ページです。

第２款総務費の第１項、第３目の戸籍住民基本台帳費ですけれども、不用額の２

０万円以上についてはありませんけれども、１９節の負担金及び交付金、こちら

のほうが先ほど申しました国庫補助のうち１６６万円を平成２８年度に繰越して

います。以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

９６ページ、９７ページのほうをお開きください。民生費の社会福祉総務費で

す。事務費の大きいものについて説明をさせていただきます。１１節の需用費で

ございますけれども、これは金婚、ダイヤモンド婚、それから敬老会関係の食糧

費等の経費でございます。それから委託料につきまして、１５８万１,１２０円の

支出でございますが、これは臨時給付金のシステム改修の分の経費でございます。

それから負担金補助及び交付金の５,０２２万８,０００円につきましては、社会

福祉協議会への補助が２,９１８万８,０００円、臨時給付金が１,１８８万６,０

００円、サロン事業に３００万円、民生員の活動費等に３８１万７,０００円とな

っております。２０節の補助金につきましては、敬老祝金となっております。 

続きまして２節の障害福祉費でございますけれども、次のページですね、９８

ページ、９９ページをお開きください。先ほど歳入の際に御説明を申し上げまし

た療養介護、更生医療、地域生活支援事業等の事業費のほうの支出になっており

ます。それから補助につきましては障害福祉サービスですね、施設入所、グルー

プホーム等の経費、それから重度心身障害者医療費等の経費となっております。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

１０２、１０３ページをお開きください。９目の同和対策費ですが、１９節負

担金補助及び交付金で、最終額３８５万４,３０６円に対して不用額が２６万２,

６９４円となっておりますが、これは毎年度うちの人権の団体がありまして、そ

れに２００万ずつ補助金として交付している分ですけれども、年度末に不用額が

出たらこちらのほうで戻し入れを受けたことで、こちらのほうが不用額として戻

ってきましたので、こちらが計上されております。 

以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

１０４ページ、１０５ページのほうをお開きください。児童福祉総務費の扶助

費が３５万不用額が出ておりますけれども、これにつきましては出産祝い金の不

用額となっております。年度末までに出産がもしあるかというところで、そうい

うかたちで不用額として３５万残っております。 

続きまして児童措置費の扶助費です。これにつきましては児童手当の支出とな
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っております。９,０３１万円です。 

続きまして１０６ページ、１０７ページのほうをお開きください。一番上の１

３節の委託料の不用額２６万１,５１０円でございますけれども、昨年度からひと

り親家庭医療費の支出について、できるだけ御本人たちの負担を軽減するために

町内の医療機関につきましては実支出額を、窓口で払った分をそのまま、窓口で

払われなくていいように、医療機関のほうから町に請求していただくようなかた

ちでシステムが変わっておりまして、その分につきまして不用額が２６万１,５１

０円出ているようなかたちになっております。それから４目児童福祉施設費の委

託料につきましては保育の実施委託ということで、高森保育園と広域入所の関係

で９,８４６万円支出しております。扶助費につきましては、これは逆に幼稚園の

分ですね、幼稚園への、認定こども園分の負担金というかたちで、扶助費という

かたちで払っております。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

保育園につきまして御説明を申します。まずは色見保育園ですが、歳出で大き

なものといいますと、備品購入費で、プールをですね、東保育園同様に購入して

おります。それから東保育園分は支払いの大きいものは委託料がございます。４

２２万９,０００円。これは給食調理員の委託料をリフティングブレーンで雇って

いる分と、タクシー送迎用の添乗員さんの分でございます。それから１４の使用

料及び賃借料ですが、これは主に送迎用のタクシーのお願いした分の支払いでご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（本田生一君） ８番 本田ですが、この収入のところの住宅の貸付金のとこ

だけど、これ何年ぐらい前から、これはあんまり変わっとらんど。この滞納の分。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） ほとんどが過年度分ですね。１件だけが現年度

分として、まだ返していただけないけど、年々大体。 

すみません、人権啓発係 高崎です。 

全部で８件あります。そのうち１件が現年分を返していらっしゃるんですけど、

残りの分については過年度分としてずっと返していらっしゃって、年々１００万

前後ぐらいでしか戻ってこないというかたちでなっています。 

○委員（本田生一君） わかりました。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

今の関連でございますが、私も滞納が気になっておりまして、見ましたとこと

２名ですかね、３名かな。なかなか例年償還をいただいていない分もございます
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ので、これはこれで何とか償還をしていただくように個人的にそれぞれ連絡を取

りまして、なんとか話を進めていきたいなと思いますし、金額自体は今償還を毎

月１万円とかいう方がいらっしゃいますので、月額をもう少し上げていただくか、

まとめて支払っていただけるんじゃないかという方が１人はいらっしゃいますの

で、その辺は私のほうで個人的に折衝をしていきたいと思いますので、なるべく

減らせるものは減らしていきたいと思いますので、その辺御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（本田生一君） はい、いいです。 

○委員長（立山広滋君） ほかに発言はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論をおこないます。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳

入歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 次に、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。住民福祉課の説明を求めます。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

第５号補正予算、歳入のほうから御説明をさせていただきます。８ページのほ

うをお開きください。１４款国庫支出金の２項国庫補助金、民生費補助金の３節

保育対策総合支援事業補助金でございますけれども、これは国の平成２７年度の

補正予算に伴います分でございまして、私立保育園の事業効率化のために国のほ

うが４分の３補助金を付けるというものでございます。事業内容につきましては、

歳出のほうで説明させていただきます。 

これについては以上です。 

続きまして歳出のほうを説明させていただきます。 

○住民係長（石田昌司君） 住民係 石田です。 

住民係の歳出関係、補正予算関係について御説明いたします。１４ページをお

開きください。第２款の総務費の第３項、第１目の戸籍住民基本台帳費の分です

けれども、１２節の役務費で１０万円を補正しております。こちらにつきまして
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は、個人番号の通知カード及び個人番号カードをまだ取りに来られてない方が多

数おられますので、再度、郵便で通知して来庁していただくようにするために、

こちらのほうを増額させていただいております。 

以上です。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

１５ページをお開きください。民生費社会福祉の第１目社会福祉総務費の中で

ございますけれども、需用費６万１,０００円につきまして印刷製本費ということ

で、これにつきましては臨時福祉給付金の封筒の印刷代で計上をさせていただい

ております。事務費、国庫補助の対象にはなっております。それから１２節の無

線局免許申請等手数料ということで、５年に１回、無線の免許の申請手数料のほ

うが発生しておりまして、災害の際にも役に立った分の無線の分でございます。

この分の免許更新の手数料のほうを組んでおります。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発推進係の高崎です。 

１６ページをお開きください。上段ですね、民生費、熊本地震対策費ですが、

需用費として修繕料１６５万１,０００円計上しております。これは上在の納骨堂

ですね。あちらはですね、まあ老朽化もありますけれども、地震の影響もありま

して、壁が剥がれるとか、あとフェンスも錆びて、もう替えなくては危険な状態

ですのでそれについて６５万１,０００円をこちらのほうで修繕料として上げてお

ります。１００万円につきましては草部の天神の丘ですかね、あそこに忠魂碑だ

ったかな、戦没者の供養碑がありますけれども、そちらのほうが今回の地震で倒

壊しておりまして、それについて修繕費として１００万円を計上しております。 

○住民福祉係長（眞原友紀君） 福祉係 眞原です。 

続きまして２項の児童福祉、４節児童福祉施設費の１９節負担金補助及び交付

金のところで、先ほど歳入の際に出てまいりました保育対策総合支援事業費の補

助金ということで、私立保育園の業務効率化推進事業を実施するために必要な分

について国庫補助を充てるということで、４分の１が町の持ち出しとなっており

ます。内容といたしましては園のＩＣＴ化推進保育支援統合システムカメラを、

統合システムに９９万３,６００円、事故防止等のカメラ設置に１０万円というか

たちで上がっております。 

福祉係からは以上です。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

色見保育園費につきまして御説明を申し上げます。備品購入でノートパソコン

１０万円、これにつきましてはふるさと納税の基金から繰入ということで保育園

にノートパソコンを色見保育園、東保育園、同じものを入れさせていただいてお
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ります。それと負担金の分で３万円ございますが、県就学前人権教育研究大会の

負担金が当初で見込みをしていませんでしたので３万円、それから東保育園の備

品購入で冷蔵庫を、未満児用の冷蔵庫を１台購入したいということで計上してお

ります。 

以上です。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

続きまして１７ページをお願いします。民生費熊本地震対策救助費ですが、扶

助費としまして１６１万円を計上しております。内訳は、災害見舞金、住宅半壊

が１件ありましたのでそちらに５万円を計上しております。あと、熊本地震の義

援金配分といって県から配分がありました分で、半壊の方に対して１件で４０万

円を配分されておりますのでその分を計上しております。また、死亡したという

ことで、今のところ１人ということで上がっておりますが、それについて義援金

の配分が１００万円ありましたので、こちらも上げております。重傷者が２名と

いうことで、前回義援金ということでそれぞれ２万円ずつ支給してましたが、追

加で現金の配分がありましたので合わせて１６万円をまた今回配分させていただ

いております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

ただいまの説明にありました熊本地震災害救助費ですが、これは審査委員会み

たいなものはあったんですか。査定審議。認定をするのに。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

関連死に係る審査ということでしたら、今後関連死としてほかにもいらっしゃ

らないかということで、それぞれ３カ月以内に亡くなった方の御遺族に対して調

査しましたところ、１１件の申し出がありまして、これに対してそれぞれ審査す

ることになると思います。今、弁護士と医師会から、この委員会の審査会のほう

に派遣していただくようなかたちになって、それで審査するということになると

思いますが、今のところまだ弁護士会からの返答をいただいていませんので、ま

だ開催はしておりませんが、今後開催する予定にはなっております。 

以上です。 

○住民福祉課長（安藤吉孝君） 安藤です。 

今のを補足させていただきたいのですが、４月から５月に３０名程度の方が死

亡されております。各家庭へ通知をいたしまして、関連死の申し出を先週の金曜

日、９日まで申し出を受けておりまして、それで１１名の申し出があっておりま
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す。申し出られた方につきましてはレセプト等をうちのほうで、社会保険事務所

のほうに徴収いたしまして、レセプトとあとは診断書をうちのほうで準備をした

いと思いますけれども、今回件数が多ございますので、高森のほうに弁護士さん

と医師の方がおいでいただいて、１１件、１日では無理かと思いますので、ちょ

っと今考えておりますので、市内のほうで開催をできれば１０月の中旬ぐらいま

でにはやって、関連死かどうかの判断をしたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

この関連死についてはなかなか審査は難しいと思いますが、今この１１名とい

うのは４月から５月の間に亡くなられた方ということですよね。その期間ですが、

４月に震災が起きたけれども、５月以降に死亡された方の受け付けあたりはどう

なるのか、それから今新聞紙上で、この建物の損害辺りについての査定の仕方に

ついても、各市町村で査定の仕方が違うような部分も報道されていますが、半壊

というのはどこで査定、審査されたのかお伺いしたいと思います。 

○住民福祉課長補佐（高崎康誌君） 人権啓発係の高崎です。 

先ほどの半壊の件につきましては、総務課のほうで、防災係のほうで審査した

ところ大体２０％以上の建物の損壊が認められる時が半壊ということでなってお

ります。それがいろいろり災証明とか申し出がありまして、いろいろ調査した結

果１件だけが該当するということでなっております。あと、死亡されました方に

ついて、確かに３カ月経ってそれ以降もどうかという御意見でしたけれども、東

日本大震災でいきますと、大体３カ月というか、ある程度区切りを引かないと永

久に審査しなくてはならないし、３カ月以上になってくると、関連死はまずあり

えないというふうに考えられておりますので、そういった考えにのっとりまして、

うちとしても３カ月以内に亡くなった方を関連死の疑いがある方として調査する

ことにしました。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかございませんか。 

 ［「ありません」と呼ぶ者あり］これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５３号、平成２８年度高森町一般会
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計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で、住民福祉課に関連する付託案件については終了いたしました。 

住民福祉課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） それでは委員会を再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 本委員会に付託されました、健康推進課関連の認定第１号、

平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

まず、平成２７年度高森町一般会計歳入歳出決算について、健康推進課の説明

を求めます。 

職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言してくだ

さい。また、事業費１００万円以上、不用額２０万円以上、その他必要な事業が

あれば併せて説明をお願いしたいと思います。 

それでは、健康推進課の説明をお願いします。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

今、立山委員長から言われましたように決算報告についてですけれども、歳

入１００万円以上、不用額２０万円以上となっておりますけれども、特別会計に

おきましてはほとんどは１００万円以上、２０万円以上となっておりますので、

担当係長に必要なところのみでよろしいでしょうか。それを全部説明すると１行

１行になりますので、了解いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

それではページに沿って担当係長より説明させていただきます。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

ページ数２８、２９ページを御覧ください。歳入１２款分担金及び負担金、２

項３目の民生費負担金の１節老人福祉費負担金現年分で予算現額４５３万３,００

０円に対しまして、収入額が４５３万３,０４０円になっております。こちら養護

老人ホームの入所者の負担金でございます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

３５ページをお開きください。国庫支出金ですが４節の保健基盤安定負担金、
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こちらのほうが予算現額９７４万６,０００円に対しまして、９７４万６,４０５

円の収入済です。これは国からの負担金としていただいております。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

同じく３４ページ、３５ページの７節保険料軽減負担金でございます。こちら

が調定額１０１万２,５００円に対しまして収入済額１０１万２,５００円です。

これは介護保険料の低所得者の負担を軽減するための国の補助金となっておりま

す。補助率は２分の１です。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

４０ページ、４１ページを御覧ください。県支出金です。これは先ほどの国庫

と一緒で、保健基盤安定負担金として県のほうから５,８０５万２,０００円に対

して、５,８０５万２,２０９円をいただいております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

ページ４４、４５になります。４目衛生費県補助金、２節の乳幼児医療費補助

金です。これは８２万３,０００円に対し、実績に応じて１１３万２,０００円の

歳入があっております。子ども医療費の４歳未満に対する補助金になっています。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

ページが５２ページ、５３ページを御覧ください。１８款繰入金です。１項、

２目、１節の特別会計繰入金で調定額２６５万７０６円に対しまして、収入済額

２６５万７０６円です。こちらは特別会計から一般会計に繰り入れしたものです

が、これは平成２６年度の介護給付費地域支援事業等の精算に基づいて特会から

一般会計に戻した分というふうになります。 

続きまして歳出のほうに行きます。ページ数が９８ページ、９９ページを御覧

ください。３款民生費、１項、４目老人福祉費でございます。１３節委託料で予

算減額１５５万５,０００円に対しまして、支出済額９８万２７０円を支出してお

ります。こちらは町で行っております事業でショートステイ、デイサービス、外

出支援でこれは６５歳以上の方を対象に、要支援とか認定があるなしは関係なし

に緊急で必要なときとか、外出支援が必要な方に対しまして提供する事業でござ

います。不用額が５７万４,７３０円ありますが、こちらはいつなんどき必要にな

るかわかりませんので、そのまま残しております。 

続きまして１９節の負担金補助及び交付金でございます。予算現額８３０万９,

０００円に対しまして、支出済額８３０万７,０１０円となっております。こちら

のほうは阿蘇広域行政組合の負担金、老人ホーム関係で、６０１万４,０００円支

出しております。また老人クラブの補助としまして１９６万１,０１０円を支出し

ております。 



 － 1 6 － 

続きまして２０節扶助費でございます。予算現額３,２６６万７,０００円に対

しまして、支出済が３,２０３万２,３０２円となっております。こちらの主なも

のは、養護老人ホームに対しての措置費が３,１２４万２,３０２円、それと自宅

で基本的に要介護３以上の方を介護されている方に対しまして支出する、介護者

手当が７９万円となっております。不用額が６３万４,６９８円ですが、養護老人

ホームの措置費の変動が不確定ですので、そのまま残している状態です。 

続きまして１００ページ、１０１ページを御覧ください。５目介護保険事業費

の２８節繰出金でございます。予算現額が 1 億２,９８０万３,０００円に対しま

して、支出済が 1 億２,９７９万８,１９６円となっております。こちらのほうは

介護特別会計のほうへ繰り出した分でございます。これは介護給付費や地域支援

事業等に対しまして、町の負担割合分につきましてを支出しております。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

同じく１０１ページです。７目の後期高齢者医療事業費のうち、負担金補助及

び交付金ですが、予算現額１億６３８万１,０００円に対しまして、支出済額が１

億６３７万９,７５１円です。こちらのほうは後期高齢者連合のほうに支払う負担

金になっております。 

続きまして２８節繰出金、こちらのほうは後期高齢者、特会のほうに繰り出す

分になります。３,４９１万８,０００円の予算に対しまして、同額繰り出してお

ります。 

続きまして８目国民健康保険事業費ですが、こちらの主なものは２８節繰出金

です。７,９１０万１,０００円の予算に対しまして、７,９１０万１６１円の繰り

出しをしております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

１１２、１１３ページをお願いします。４款、１項、１目、１３節の委託料で

す。２９１万３００円支出しておりますが、これは腹部超音波、骨密度、２０

代・３０代の健康診査に関する費用になっています。 

続きまして１１４ページ、１１５ページです。同じく４目、１１節需用費です

が、これは町内の医院に対し予防接種を委託しております、そのワクチン代にな

ります。５５万５,７９４円の不用額が出ておりますが、接種者の見通しが立たな

かったため、そのままにしておりました。１３節、委託料です。これは県内の予

防接種広域化事業への委託して行う予防接種の支出金になります。１７７万１,６

５０円を不用額として出しておりますが、これも２カ月遅れで請求がきてまして

見通しが立たないため、そのままになっておりました。 

３目健康増進事業費、１３節委託料です。８２４万７,９８１円支出しておりま



 － 1 7 － 

す。これは癌検診に対する支出になっております。 

続きまして１１６ページ、１１７ページです。５目、１３節委託料です。５５

７万２,３６０円支出しております。これは子ども医療の町内医療機関への自己負

担分がなくなったことに対する費用と、妊婦健診に対する費用になっています。

９５万６４０円の不用額を出しておりますが、これも請求が後遅れできまして、

見通しが立たないため残しております。 

２０節扶助費です。これは子ども医療費のあとから払い戻す分に対する支出に

なります。１,２７２万３,４２４円、１２０万５７６円の不用額を出しておりま

すが、町内の医療機関に対する助成が始まったため、こちらの扶助費のほうが多

少高額に余っておりますが、見通しが立たないためそのままになっておりました。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） それでは質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。平成２７年度高森町一般会計歳入歳出決算

の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 次に平成２７年度高森町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について健

康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

平成２７年度高森町国民健康保険特別会計決算について報告いたします。まず

歳入の主なものについて説明申し上げます。１９０ページ、９１ページをお開き

ください。１款の国民健康保険税についてですが、これは全額で説明申し上げま

す。調定額２億５,０５３万６,６６０円に対しまして、収入済額が１億８,１６９

万５,１７８円。収入未済額が６,５６４万２,８７２円となっております。詳細に

ついては備考欄等に書いてございますが、還付未済額と書いてある分につきまし

ては、収入の時に重複して納入がされたものとか、国保の資格を途中で失われた

りして還付すべきものが発生したときに戻す分が含まれておりますので、プラマ

イで収入未済額のところと、滞納繰越額のところに差があるのはそのためです。 

続きまして、１９２ページ、１９３ページをお開きください。４款の国庫支出
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金ですが、国庫負担金分が総額、調定額が２億３,４８６万３,０００円となって

おり、収入済額が２億３,４８６万３,２６１円となっております。 

続きまして２項国庫補助金ですが、１目の財政調整交付金、こちらが調定額１

億２,６７５万６,０００円となっておりまして、収入済額も同額となっておりま

す。 

１９４ページ、１９５ページをお開きください。５款の療養給付費等交付金で

すが、予算現額３,３４３万４,０００円に対しまして、調定が３,３４３万４,７

１８円、収入済額は同額となっております。 

続きまして６款前期高齢者交付金ですが、調定額１億７,８９１万６,４５８円

に対しまして、収入済額は同額となっております。 

続きまして７款県支出金ですが、調定額６,７６４万６,０３３円に対しまして、

同額となっております。 

１９６ページ、１９７ページをお開きください。８款共同事業交付金ですが、

調定額３億４,２６８万１,３０６円、収入済額同額となっております。これは前

年度、年度途中で補てんをして約倍額になったと思いますが、それについては以

前は３０万円以上からの共同事業ということでしたが、全額共同事業になりまし

たので、前年に比べて倍額になっております。 

続きまして１０款繰入金ですが、７,９１０万１６１円、収入済額も同額となっ

ております。 

１９８、１９９ページをお開きください。１１款繰越金ですが、調定額４,３３

１万８,０４４円、収入済額同額となっております。 

１２款諸収入、調定額１億２４５万９,１４３円に対しまして、収入済額が８１

８万８,３６０円となっております。こちらには雑入のうちで弁償金の分が計上さ

れておりますので、調定額が非常に大きくなっております。 

歳入は以上です。 

続きまして歳出の主なものについて御説明申し上げます。２０４ページ、２０

５ページをお開きください。１款総務費につきましては予算現額８０８万１,００

０円に対しまして、支出済額７１１万５,１８９円、不用額が９６万５,８１１円

出ておりますが、これは大きなものとしては役務費が５３万３,７８５円ございま

して、これについては納付書、保険証等の送付分に充てておりますが、それと電

算関係の手数料等が入っております。これにつきましても最終的に、年度末まで

に確定をしておりませんでしたので、そのまま残しております。 

２０６ページ、２０７ページをお開きください。２款保険給付費ですが、予算

現額７億４,２２９万５,０００円に対しまして、支出済額７億４,１８３万２,５
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８７円、不用額が４６万２,４１３円となっております。不用額につきましては、

各々の目、節等で残っておりますが、大きいものはございません。トータルで４

６万２,４１３円となっております。 

続きまして２１０ページ、２１１ページをお開きください。３款の後期高齢者

支援金等ですが、支出済額１億３,０５３万４,４５１円、不用額が１,５４９円で

すので、予定額を大体支出いたしております。 

２１２ページ、２１３ページをお開きください。５款介護納付金ですが、予算

現額６,０１３万５,０００円に対しまして、支出済額６,０１３万３,１６２円。

こちらのほうも予定額程度の支出になっております。 

続きまして６款の共同事業拠出金ですが、こちらのほうは先ほどの歳入で説明

申し上げました内容をそのまま支出に充てるということになりますので、予算現

額３億２,６９１万１,０００円に対しまして、支出済額３億２,６９０万８,９３

３円、不用額２,０６７円、ほぼ計画どおりの支出となっております。 

７款保険事業費ですが、これは予算現額１,３０７万円に対しまして、支出済額

１,２２９万６,０７５円、不用額７７万３,９２５円となっております。これは不

用額が出ている分につきましては、住民健診等が最終的に個別健診といいまして、

病院のほうで受けられて請求が上がってくるのが３月３１日まで受けられた分が

上がりますので、その分を残しておかないと足りないということで残しておりま

す。 

２１４ページ、２１５ページをお開きください。１０款諸支出金こちら予算現

額１,１４８万９,０００円に対しまして、支出済額が１,１３１万３,９８２円、

不用額１７万５,９１８円となっております。こちらについては、不用額について

は最終的な償還等のほうが決定するのが３月末となっておりますので残っており

ます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） では、私のほうから３点ほどよろしいですか。監査の決算

審査の意見書で２０ページです。３つぐらい要望が出してあると思います。徴収

体制を含め現状分析を速やかに行い、確たる対応策を個別に検討する等して強化

するよう特段の努力を強く望む。２点目は、より一層健康診査、受診率、特定保

健指導、実施率の向上に努められるよう要望。最後、今後の重点課題としては、

若年層からの健康づくり対策併せて健診、保健指導の早期介入、疾病の重症化予

防を図り、医療費の節減に努められるよう要望する。この３点、要望が出ており
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ますけれども、何か具体的にやっておられますでしょうか。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進の阿南です。 

今、監査の意見のことで委員長が言われたんですけども、健康推進併せて国民

健康保険係があります。その中で資格、それと健康指導も含めて、賦課徴収もや

っておりますが、阿蘇郡におきましても税金の徴収までしている健康保険推進課

のところはうちだけでもありますし、県下でも、うちぐらいだと思いますし、健

康推進係で税金徴収をやってところはうちだけと思いますので、やはり健康の指

導の面でかなり支障をきたしているところでございます。ですので税金の徴収に

つきましては、やはり税務課のほうで徴収していただくのが、阿蘇郡を含めまし

て県下の状況でございますので、その分が監査のほうから指摘があっている分だ

と思います。 

うちからは以上です。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

住民健診に関する件ですが、確かに受診率等を上げるべきということで、毎年

努力をしているところですが、去年から取り組んでいるところは勧奨対象者に対

して、勧奨対象者というのは実際に受診されなかった方たちをできるだけ受診し

ていただくという施策ですが、それについては業者のほうに委託をしましてハガ

キ等、勧奨の通知等を受けられていなかった方に差し上げて、できるだけ受けて

くださいということであげております。去年も７ポイントぐらい、その効果でパ

ーセンテージ的に上がってきておりますので、目標としては今のところ５０％を

超えるようにということで目標にしております。去年の法定報告では４７パーセ

ントということでしたので、今年はまだ法定報告の期間がもうちょっとあります

ので、最終数字がまだ出ておりませんが、去年並み以上にはなっているのではな

いかと。最終的に保健指導のほうは健康推進係のほうに御協力をいただいて今、

かなり上がってきております。県のほうでもがんばってらっしゃいますねという

ことで、お話はしていただいておりますが、正直なところ保健師さんの人間の数

というか、そのへんの対応できる相手数も限られてきますので、なかなか難しい

ところではございます。今日も隣の総合センターのほうで健康指導のほうを行っ

ておりますが、今その詳しいところについては健康推進係長のほうに言っていた

だければと思いますので、よろしいですか。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

保健指導ということで、特定保健指導対象者に対する実施率というのが評価の

対象になっております。年々上げてきてはいたんですが、保健師が今２名欠員状

態で、臨時あたりで採用しようとしてもいないという現実で、２減の状態で事業
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をやっておりますので、正直、昨年度の３月で一応区切りの評価があるんですけ

れども、その時点で２名いなかったので、実質平成２７年度の実施率は下がって

くることが予想されます。やはり保健指導をして改善するというのは私たちに与

えられている命題だと思うんですけれども、それをやるだけの人員、体制あたり

がどうかなというところで、そこを改善していただけるとありがたいなと思って

いるところです。 

以上です。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

最後の御質問のところですが、指摘があっていました若年層等の早い段階での

保健指導に結びつけているところも、今説明の中にあったところを進めていかな

ければ、なかなか難しいのではないかというふうに感じております。住民健診に

ついては、２０歳以上のところで該当する内容については受けられるようになっ

ておりますので、その辺を勧奨の対象として、今後受診を呼びかけていきたい、

促したいというふうには思っております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） ほかにありませんか。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。平成２７年度高森町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 次に平成２７年度高森町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

平成２７年度高森町後期高齢者医療特別会計について御説明申し上げます。 

まず、２３０ページ、２３１ページをお開きください。１款後期高齢者医療保

険料ですが、調定額５,１１５万７,７００円に対しまして、収入済額５,１６０万

１,５００円、収入未済額マイナス４４万３,８００円となっております。これは

先ほど国保でも説明申し上げましたとおり、マイナスというのは余計に入ってい

ますという意味ですので、こちらについては還付すべき金額になります。還付に
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ついては、後期高齢者の場合は死亡で還付する場合がかなり多いです。先にいた

だいている保険料が発生しますので、その分についてはお返しすることになりま

すが、年金特徴とかで支払いをされている分については、逆に国のほうにお返し

しなければならない場合が出てきますので、発生したからといってすぐにお返し

ができないのが現状です。 

続きまして３款繰入金ですが、予算現額、調定額、収入済額とも３,４９１万８,

０００円となっております。 

続きまして２３２ページ、２３３ページをお開きください。４款繰越金ですが、

こちらも予算現額、調定額、収入済額とも同じで３６７万６,４６６円となってお

ります。 

５款諸収入ですが、調定額、収入済額とも２８５万２,９３８円となっておりま

す。 

歳入については以上です。 

続きまして歳出の主なものについて御説明申し上げます。２３６ページ、２３

７ページをお開きください。２款後期高齢者医療広域連合納付金ですが、予算現

額８,５４４万５,０００円に対しまして、支出済額８,５４４万４,２９４円、不

用額７０６円となっております。これは後期高齢の納付金となっております。 

続きまして一番下のほうになりますが、保険事業費、こちらのほうは支出済額

２５６万５,１６６円、不用額１４万７,８３４円となっております。これにつき

ましては、後期高齢者のほうの住民健診等にかかる金額となっております。 

歳出について主なものは以上です。後期高齢者に係るところは以上となります。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。平成２７年度高森町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 続きまして平成２７年度高森町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

健康推進課の説明を求めます。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 
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平成２７年度高森町介護保険特別会計の決算について説明をさせていただきま

す。資料のほうは２５６ページからになります。また、すみません、これを説明

すると長くなりますのでこの監査委員さんから出ている決算審査意見書の２２ペ

ージのほうを御覧ください。こちらのほうを使って主に説明をさせていただきた

いと思います。まずは歳入のほうですが、歳入合計は表の２０表に書いてありま

すとおり、全体で９億２００万９,０００円となっております。主な内訳は、保険

料が１億４,２７７万２,０００円、国庫支出金が２億６,１５７万１,０００円、

支払基金交付金が２億３,３７６万４,０００円、県支出金が１億２,６５１万６,

０００円、繰入金が１億２,９７９万８,０００円、繰越金が３５０万２,０００円、

諸収入が４０５万３,０００円となっております。 

決算書のほうの２５７ページを御覧ください。保険料の第１号被保険者保険料

でございますが、こちらの備考欄に還付未済額１４４万４００円、これは先ほど

後期高齢のほうでも話がありましたが、特別徴収ですね、年金から直接引かれる

方で、死亡された方とかこういう方たちは、死亡されたあとに引かれるケースが

ありまして、これを一度、年金機構のほうに返さないといけない分と、本人さん

に返さないといけない分とがありますので、ちょっとすぐには返せない状態で未

済額ということで出ております。実際の現年分の滞納繰越額というのは下に書い

てあります、１２５万３,４２０円となっております。また、滞納繰越分につきま

しては調定額５６１万１,８９７円に対しまして、収入が１０６万２,８５０円と

いうことで、繰越が４５４万５,０４７円となっております。 

続きましてページ数の２６５ページを御覧ください。すみません、こちらのほ

うで一つ訂正がございまして、歳入の１節雑入の備考欄で返納金１件と書いてあ

りますが、これは上の返納金の２節滞納繰越金のところのことを指しております。

訂正をよろしくお願いします。こちらで収入未済額に上がっているのが、滞納繰

越金未済額２０６万８,５４６円ですが、これはパスファインダーの件でございま

す。 

それでは、決算審査意見書に戻っていただきまして、保険料に関しましてはこ

の２０表で見ていただきますと、平成２６年度に比べますと２,３３２万４,００

０円増額しておりますが、これは平成２７年度から保険料の改定が行われており

まして、改定で保険料が上がっておりますのでその分上がっております。そのほ

かの収入につきましては基本的には２１表の、これは歳出のほうですが、保険給

付費と地域支援事業費に対しまして、国、支払基金、県、町の負担割合によって、

収入額が変わってきております。それで平成２７年当初は平成２６年と比べまし

たら全部、国庫も県も多めに組んでいたんですが、保険給付費等の状況が平成２
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６年に対してそこまで伸びていないことから途中で補正予算の減額をしておりま

すが、国庫支出金につきましては国のほうが当初の町から上げた金額に対して支

払をするということですので、そのままの額になっておりますので比較でいうと

増額というふうになっております。 

続きまして２３ページの第２１表、こちらが歳出決算状況というふうになって

おります。平成２７年度の歳出の総額が８億７,７４０万８,０００円となってお

りますが、その内訳が書いてありますとおりで主なものはやはり給付金ですね、

こちらが８億３,２２９万６,０００円となっております。それと地域支援事業費

が２,１５３万４,０００円ということで、地域支援事業費の主なものとしまして

は、地域包括支援センターの職員の給料等が主なものとなっております。保険給

付費につきましては、２２表を見ていただくとわかると思いますが、やはり年々

増加はしておりますが、平成２６年度は突発的に上がっているような状況になっ

ておりまして、平成２７年度は２６年から見ると若干減っているという感じはし

ますが、過去の流れからしてみるとやはり年々増加している傾向にあるのではな

いかというふうに思っております。それに対しまして横の要介護認定者数も年々

増加しているような状況ですが、平成２６年度が特に突発的に増えておりまして、

その影響もありまして平成２６年度は給付費が上がっているのかなと思いました

が、実際見てみると認定者数は平成２７年度のほうが少ないのですが、介護保険

サービス延べ人数を見てみますと、平成２６年度は３,５６３名に対しまして、平

成２７年度は３,７８１名と、延べ人数でいきますとサービスを利用されている方

は増加をしております。なぜ平成２６年度が多かったのかを調べてみましたが、

施設を利用されているかたが平成２６年度は特に多くなっておりまして、平成２

７年度と平成２６年度を比べますと、平成２７年度は施設を利用されている方が

減少しているような状況になっていました。全体的では介護サービスを利用され

ている方は増加をしているのですが、施設利用者が減っている分、平成２７年度

は平成２６年度に対して減額になったのかなというふうに判断しております。た

だ、今後介護給付費は監査委員さんからの意見の中でも、１人あたりの介護給付

費の抑制にさらに努められたいということで、今後はやはり介護予防に力を入れ

ていくのはもちろんなのですが、介護プランを作成する時点で、それが本当に適

正であるかというのもきちんと見ていって、一人一人の給付費が抑えられたらな

と思っております。 

最後に歳出のほうで、それぞれに不用額が出ておりますが、これは介護特別会

計で見ておりまして、歳入に対しまして歳出の予算も計上しておりますので、そ

れぞれにやはり不用額が発生しております。 
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簡単ですが以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本件について採決します。平成２７年度高森町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定については認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

 続いて議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題と

します。健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長（阿南一也君） 健康推進課長の阿南です。 

それでは一般会計補正予算をページに沿って担当係長に説明をさせます。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 

８ページを御覧ください。歳入になります。１４款国庫支出金、２項国庫補助

金、３民生費国庫補助金の４節地域介護・福祉空間整備推進交付金で２４２万４,

０００円を計上しております。これは介護従事者の負担軽減に資する介護ロボッ

ト導入促進事業ということで、国の事業になっておりまして、１法人につき上限

額９２万７,０００円の補助事業の国庫分になります。一応、３法人から申請が上

がっておりまして、内容的にはマッスルスーツ、排泄見守りシステム、あと認知

症の方の見守り支援システムというものの導入の申請が上がってきております。 

以上です。 

すみません、歳入のほうが１０ページを御覧ください。１８款繰入金の２目特

別会計繰入金でございます。こちらは特別会計から一般会計のほうへ繰り入れる

ものでございますが、平成２７年度の事業に対しての精算に伴いまして特別会計

から一般会計に繰り入れるものでございます。 

次に１１ページですが、諸収入の雑入で介護保険料軽減負担金の国庫負担分と

県負担分と、これも昨年度の精算に伴います収入というふうになっております。 

続きまして１５ページを御覧ください。３款民生費の４目老人福祉費でござい

ます。こちらのほうで１９節負担金補助及び交付金は先ほど説明しました、介護

ロボット導入支援事業特例交付金をそのまま歳出でも計上しております。また２

３款の償還金及び利子及び割引料については５１万８,０００円ですね。こちらも
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精算に伴います介護保険料低所得者対策事業交付金の返還金を計上させていただ

いております。 

次に５目介護保険事業費の２８節繰出金でございます。こちら１１万６,０００

円、第１号被保険者の低所得者軽減負担金の、これも過年度分の精算になりまし

て、この分を計上しております。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 健康推進係 野中です。 

１７ページをお願いします。４款、１項、１目の１節報酬。これは保健師が２

名欠員状態であるということから嘱託保健師を計画しておりましたが、募集をか

けてもなかなかいませんでしたので、１３節委託料に派遣会社のほうに委託して

お願いしたいと思って、組み換えを行っております。１５０万です。 

続きまして２目予防費。これは委託料に法定予防接種委託料ということで１０

月からＢ型肝炎のワクチンが新しく法定化されました。１歳未満に対する予防接

種ですけれども、これで４１万８,０００円を組み込んでいます。１１節の需用費

はそれに対する町内医療機関へのワクチン代を計上しております。 

１８ページ５目母子保険費の中の、委託料と扶助費ですが、子ども医療費の町

内及び山口医院、まこと薬局に対する委託料の分が非常に高額となってきまして、

不足する事態となっていますので当初扶助費に組み込んでいましたが、その分を

組み替えております。３００万円です。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（牛嶋津世志君） １番 牛嶋です。 

介護士さんの募集に関してですが、町として高森町在住の介護士さんの把握は

してありますか。保健師さんですが。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 保健師ですね。保健師ということで町内にも募集

をかけたのですが。 

○委員（牛嶋津世志君） 保健師さんの資格を持っとらす人たちの確認とか、この人

たちは持っとらすというのを調べたことがありますか。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 正式に有資格者ということで把握はしておりませ

んが、資格を持っていても町外に既に勤めていたりということで、町内で実在す

る人はいない、もしくはできないという方ですね。 

○委員（牛嶋津世志君） よければちょっと把握しとって、ピンポイントでお願いで

きるようなことができるようにすれば、もうちょっとおられるのでは。 

○健康推進係長（野中裕美子君） 嘱託となるとやはり条件が悪いので、やっぱり常

勤のところをみなさん探していかれるのでなかなか捕まらない状態ですね。何人
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か町内出身の方で資格を持っていらっしゃる方がいるという情報は入ってきたり

するんですけれども、常勤じゃないからやっぱりそっちのほうを求めて行かれて

いきます。 

○委員長（立山広滋君） ほかになかですか。ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５３号、平成２８年度高森町一般会

計補正予算については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に議案第５４号、平成２８年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につい

てを議題とします。健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

６ページをお開きください。歳入の主なものについて御説明申し上げます。７

款県支出金ですが、普通調整交付金４,０８６万円の増額ですが、当初予算では昨

年度当初予算と大体同額ということで上げておりましたが、その後、県のほうか

ら６月２１日付で交付申請書の提出依頼がありまして、その基になる金額につい

ては平成２７年度末に確定したということで上げられております、医療分、後期

支援分額を上げるようにという指示がありました。その額が１億５５万１,０００

円で、その差額分を計上しております。 

続きまして１１款繰越金ですが、こちらのほうも前年度同額程度を見込んでお

りましたが、最終的には平成２７年度末の法定外繰り入れをする予定でしたとこ

ろ、落としましてその金額分が次年度分にかかってきておりまして、その他繰越

金として今回落とすようになっております。その分については、その他繰越金分

マイナスの３,１９０万円ということで上げさせていただいております。 

歳入については以上です。 

歳出につきましては、予備費の歳入歳出の調整によるものを上げております。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 
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続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５４号、平成２８年度高森町国民健

康保険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第５５号、平成２８年度高森町後期高齢者医療特別会計補正予算について

を議題とします。健康推進課の説明を求めます。 

○健康推進課長補佐（丸山雄平君） 国保係 丸山です。 

６ページをお開きください。歳入について御説明申し上げます。４款繰越金で

すが、歳入歳出額が確定したことによります金額です。３０２万９,０００円を計

上させていただいております。 

７ページをお開きください。続きまして歳出について主なものを御説明申し上

げます。予備費としまして繰越金分を収支調整いたしました金額を計上しており

ます。 

以上です。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５５号、平成２８年度高森町後期高

齢者医療特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 続いて議案第５６号、平成２８年度高森町介護保険特別会計補正予算について

を議題とします。健康推進課の説明を求めます 

○介護保険係長（二子石 誠君） 介護保険係 二子石です。 



 － 2 9 － 

６ページを御覧ください。まず、歳入のほうからです。１款保険料につきまし

ては、１,６４３万３,０００円増額しております。こちら当初見込みより、現時

点で調定でだいぶん上がっておりましたので増加しております。 

次に４款支払基金交付金でございます。こちら介護給付費交付金が過年度分、

平成２７年度分が確定しまして、その追加交付金を計上しております。 

続きまして７款繰越金でございます。平成２７年度からの繰越金が確定しまし

たので、計上しております。額は１,２８０万５,０００円です。 

続きまして７ページを御覧ください。歳出のほうでございます。まず、５款地

域支援事業費につきまして、１目包括的支援等事業費を補正ではマイナス７,００

０円となっておりますが、こちら１３節の委託費で当初組んでおりましたが、こ

れは阿蘇郡市合同でやっていく事業ということで、支払方法等を話し合った結果、

負担金でいこうというふうになりましたので組み換えをしております。また合同

とは別に、町単独でもいろいろ事業を行いますのでその分を計上しております。 

続きまして７款諸支出金の償還金でございます。こちらは平成２７年度の介護

給付費や地域支援事業の交付金等が確定しましたことに伴います精算でございま

す。１,８７９万３,０００円計上しております。 

続きまして８ページを御覧ください。７款諸支出金の他会計繰出金でございま

す。こちらも平成２７年度の事業費確定に伴います精算で、一般会計のほうへ繰

り出す分でございます。金額が１,１４６万８,０００円でございます。 

以上、説明終わります。 

○委員長（立山広滋君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（興梠壽一君） 興梠です。 

ちょっと数字的なものを教えてもらっていいですか。８ページ、１,１４６万８,

０００円繰り出して、一般に１,１４６万７,０００円と言ったのかな、この差が

健康保険のほうで１,０００円マイナスしてあるというのと関係ある。８ページで

１,１４６万７,０００円繰り出してある。 

○介護保険係長（二子石 誠君） はい。 

○委員（興梠壽一君） 一般のほうを繰入金で特別会計から１,１４６万７,０００円。

前年度残っとるでしょ。 

○介護保険係長（二子石 誠君） 端数調整。 

○健康推進課長（阿南一也君） 繰入は１００円から全部切り捨てです。 

○委員（興梠壽一君） 健康保険の中で、６ページ、介護繰越金でマイナス１,０００

円なっとったですよ。これは関係ないと。 

○健康推進課長（阿南一也君） 阿南です。 
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介護保険と健康保険は違いますので。さっき係長言いましたように、歳入する

ときには１,０００円以下は切り捨てるんですよね。歳出は１,０００円以下は切

り上げてするので、最後に言われました介護保険の会計につきましてはその分の

１,０００円の差が出てたことになります。 

○委員（興梠壽一君） なるほど。差は１,０００円ですか。最後に帳尻は合うとかな。 

○委員（佐伯金也君） 監査委員さんのおらすけんどがんする。 

○健康推進課長（阿南一也君） でも、歳入については１００円以下は切り捨てとい

うよう形をするとですよ。歳出の場合はお金が足らないかんけん、例えば８００

円のときには１,０００円なからないかんけんですね。そういうかたちで、一応予

算を組むときは、そういうのが原則にあるとですよ。 

○委員長（立山広滋君） よろしいですか。 

○委員（興梠壽一君） はい。 

○委員長（立山広滋君） ほかになかですか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） これで討論を終わります。 

これから本案について採決します。議案第５６号、平成２８年度高森町介護保

険特別会計補正予算については原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

以上で健康推進課に関連する付託案件については終了いたしました。 

健康推進課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（立山広滋君） 閉会中の継続調査について審議いたします。 

閉会中の継続調査については、１．社会福祉と健康に関する事項、２．健康保

険税に関する事項、３．保育園に関する事項、４．学校教育及び社会教育の振興

に関する事項、以上、４項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（立山広滋君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 
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以上で本日の日程は全部終了しました。 

これで、文教厚生常任委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１５分 
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平成２８年第３回定例会建設経済常任委員会記録 

平成２８年９月１３日 

 

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） おはようございます。定足数に達しましたので、建設経済

常任委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 日程第１、本委員会に付託されました議案について審議い

たします。 

   本委員会に付託されました建設課関連の認定第１号、平成２７年度高森町各会

計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

   決算説明の内容につきましては、執行額１００万円以上、不用額２０万円以上

について説明をお願いいたします。また、特に必要があると認められる事項につ

きましてはあわせてお願いいたします。 

   まず、平成２７年度高森町一般会計歳入歳出決算について、建設課の説明を求

めます。 

   職員の方に申し上げます。発言される前に所属と氏名を言って発言してくださ

い。 

それでは、建設課の説明を求めます。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田でございます。 

この議会に提案しております平成２７年度の決算と、あとで平成２８年度の各

会計補正予算もお願いしておりますので、各係長から説明を申し上げますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅の野尻です。 

３２ページ、３３ページをお開きください。使用料及び手数料です。土木費の

使用料で住宅使用料現年分、調定４,６０７万８,２００円に対しまして収入済額

４,４６７万８,４９０円、未収入額１３９万９,７１０円、滞納２２件です。続き

まして、滞納繰越分調定額１８４万４６０円に対しまして収入済額７１万２,２３

０円、未収入が１１２万８,２３０円、滞納１９件となっております。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係 土井谷です。 

歳入の３６、３７ページをお開きください。国庫支出金、災害復旧費国庫負担

金、公共土木施設災害復旧費国庫負担金５０７万２,０００円収入済みとなってお
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ります。これは、菅山・芹口線ほか３カ所の災害復旧工事国庫負担金です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

一番下の衛生費の国庫補助金です、次のページを３８ページ、３９ページをお

開きください。環境衛生費補助金３１５万６,０００円の調定収入済となっており

ます。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係 土井谷です。 

歳入の３８、３９ページをお開きください。国庫支出金、土木費国庫補助金、

土木社会資本整備総合交付金２,１８９万２,０００円収入済となっております。

これは路面性状調査、橋梁近接目視点検、中原橋と牧戸線舗装整備工事、下町・

昭和２号線と津留・宮ノ前線測量設計業務委託の社会資本整備総合交付金補助金

です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

住宅の社会資本整備総合交付金３７５万円の収入となっております。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係 土井谷です。 

同じページです。国庫支出金、土木費国庫補助金、狭あい道路整備等促進事業

費補助金１,３４０万円収入済となっております。これは、村山・旭通線と、円福

寺・坊ヶ平線道路整備工事の狭あい道路整備等促進事業補助金です。次に、土木

費国庫補助金、土木社会資本整備総合交付金繰越分５,９７２万８,０００円収入

済となっております。これは、片山・下山線舗装整備工事、中原線道路改良工事、

牧戸線道路改良工事、井の上橋ほか２橋、橋梁補修工事の社会資本整備総合交付

金補助金繰越分です。 

歳入の４２、４３ページをお開きください。県支出金、道整備交付金繰越分２,

３５１万１,０００円収入済となっております。これは、大戸ノ口・本河原線道路

改良工事の道整備交付金繰越分です。 

   以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

４４ページ、４５ページをお開きください。同じく県の支出金県補助金で衛生

費の県の補助金となっております。環境衛生補助金３０４万６,０００円の収入と

なっております。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

歳出について御説明します。決算書の７４、７５ページをお開きください。第

２款第１項１７目水資源対策費、２８節繰出金として３，４０６万８,８２８円を

簡易水道事業会計に繰り出しております。これは、水道事業債及び過疎債の元金

及び元利償還金の半額を繰り出しております。 
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以上です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅の野尻です。 

１１６ページ、１１７ページをお開きください。衛生費の保険衛生費合併処理

費負担金補助及び交付金９１６万１,３００円となっております。不用額３３万７

００円ありますが１件取り下げがあっております。内訳は５人槽が１６件、７人

槽が８件、１０人槽が１件となっております。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係 土井谷です。 

続きまして歳出です。歳出の１３８、１３９ページをお開きください。土木費、

道路維持費、７賃金３６９万７,９５０円支出しております。これは、町道の維持

管理に伴う賃金です。不用額の１２２万２,０５０円は年度末まで町道の維持作業

が予想され補正に間に合わなかったためのものです。１１需用費です。６６６万

５,６３４円支出しております。これは、町道の修繕費や町道凍結時に要する塩化

カルシウム等の消耗品費です。また、予備費より４７万８,０００円充用しており

ます。これは、平成２８年１月末の大雪により融雪剤が大量に必要になったため

です。 

歳出の１４０、１４１ページをお開きください。１２役務費１０６万４０４円

支出しております。これは、除雪サポーターの保険金や傷害掛金です。１３委託

料２,０２１万３,３８９円支出しております。これは、橋梁近接目視点検業務、

路面性状調査業務、道路台帳修正業務の委託費です。１４使用量及び賃借料４６

８万８,３７７円支出しております。これは、町道の維持修繕作業の機械借上げ代

です。１５工事請負費４４４万２,５９４円支出しております。これは、小楢木・

社倉線、県境線、宮園・仲江線の側溝修繕工事費です。１８備品購入費１４５万

７,０００円支出しております。これは、除雪サポーターによって除雪時に使用す

る廃土板の購入費です。次に、土木費道路維持費繰越分です。１３委託料５３１

万２５円支出しております。これは、橋梁補修詳細設計業務、路面性状調査の委

託費繰越分です。不用額の９３万９,９７５円は繰越事業により減額補正ができま

せんでした。１５工事請負費１,６８４万４,１１４円支出しております。これは、

井の上橋、戸ノ下橋、萬代橋の橋梁補修工事費繰越分です。不用額の２１５万５,

８８６円は入札残によるもので繰越事業により減額補正ができませんでした。土

木費、道路新設改良費、１２役務費２４３万３,３７６円支出しております。これ

は、円福寺・坊ヶ平線、村山・旭通線、道路整備工事に伴う分筆登記手数料です。

また、９７４万８,０００円、平成２８年度へ繰り越しています。これは、村山・

高尾野線、片山・下山線、西原・前原線の改良工事に伴う登記手数料です。１３

委託料６４９万９,０２８円支出しております。これは、下町昭和２号線、津留・
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宮ノ前線ほか２路線の測量設計調査業務委託費です。１４使用料及び賃借料１３

７万９,８６９円支出しております。これは、公用車リース代、熊本県土木工事実

施設計単価と資材単価データの利用料です。不用額の３５万９,１３１円は年度末

まで道路改良工事に伴う付帯作業が予想され、補正に間に合わなかったためのも

のです。 

歳出の１４２、１４３ページをお開きください。土木費、道路新設改良費、１

５工事請負費３,９４８万７,８６９円支出しております。これは、円福寺・坊ヶ

平線、村山・旭通道路線ほか２路線、道路整備工事費です。また、７,２３９万円、

平成２８年度へ繰り越しています。これは、村山・旭通線、村山・高尾野線道路

改良工事費です。１６原材料費２０７万９,８５９円支出しております。これは、

町道舗装整備の生コン等の原材料費です。１７公有財産購入費１１２万８,２７０

円支出しております。これは、円福寺・坊ヶ平線、村山・旭通線整備工事に伴う

用地代です。また、３,７００万円平成２８年度へ繰り越しています。これは、村

山・高尾野線、片山・下山線、西原・前原線の用地代です。１９負担金補助及び

交付金７２６万３,０００円支出しております。これは、単県事業負担金、公共的

施設整備事業負担金です。次に、土木費、道路新設改良費繰越分です。１５請負

工事費１億４,３３２万４,７１４円支出しております。これは、片山・下山線道

路舗装整備工事、牧戸線大戸ノ口・本河原線道路改良工事ほか３件の工事費です。

また、不用額の１６７万５,２８６円は入札残によるもので繰越事業により減額補

正ができませんでした。次に、土木費、河川費、河川維持費、７賃金１９１万４,

３６０円支出しております。これは、中山川除草作業、色見川護岸設置作業の賃

金です。１４使用料及び賃借料１５４万２,０２３円支出しております。これは、

中山川除草作業、色見川護岸設置作業の機械借り上げ代です。 

○建設課長補佐（野尻光也君） 住宅 野尻です。 

同じく土木費の中の住宅費です。次のページの１４４ページ、１４５ページを

お開きください。１１の需用費７０９万３,３６３円、主なものといたしましては

修繕代です。不用額の３３万５,６３７円の主なもので修繕料の２９万７,０００

円ほど不用が出ております。続きまして、委託料です。これは、団地の浄化槽の

管理を３７０万３,９６８円で委託しております。続きまして、工事請負費です。

３２２万９,２００円。町中団地のバルコニーの防水改修工事をしております。続

きまして、住宅建設費でございます。工事請負費７８３万円。これは下町Ａ団地

の塗装をしております。 

   以上です。 

○土木係長（土井谷 顕君） 歳出の１６８、１６９ページをお開きください。災害
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復旧費、公共土木施設災害復旧費、７賃金１３３万８,４２０円支出しております。

これは、平成２７年６月豪雨による土砂等の撤去作業の賃金です。１３委託料１

５２万２,８００円支出しております。これは平成２７年６月豪雨の災害復旧工事

に伴う測量設計業務委託料です。また、予備費より１５８万５,０００円充用して

おります。これは、先ほど述べたように平成２７年６月豪雨の災害復旧工事に伴

う測量設計業務委託を発注するためのものです。１４使用料及び賃借料１４６万

７,７４６円支出しております。これは、平成２７年６月豪雨による土砂等撤去作

業の機械借り上げ代です。 

歳出の１７０、１７１ページをお開きください。１５工事請負費１,５３３万３,

４００円支出しております。これは、昨年発生した豪雨災害の災害復旧工事費で

す。また、１,１１９万９,０００円平成２８年度へ繰り越しています。これは、

柳谷・木郷線災害復旧工事を繰り越したためです。１６原材料費６４万６,４９７

円を支出しております。これは、平成２７年６月豪雨により被災した箇所の原材

料代です。また、不用額の３６万６,５０３円は年度末まで平成２７年６月豪雨に

より被災した箇所の補修が予想され、補正に間に合わなかったためのものです。 

   以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

   住宅使用料、３３ページ。これは、前年度分が収入見積額が１３９万９,７００

円。それから、繰越分が１１２万８,９３０円ということで、合わせると２５０万

円なるわけですね。これは、平成２７年度の調定額よりもかなり上回っておりま

す。また、監査意見書の中でも特に水道料や住宅使用料における債権処理につい

てここ数年にわたり決算審査意見の場で申し述べているが、いまだ適正な処置が

施されていないというような厳しい指摘もあっております。これからの、こうい

った滞納処理についてどういった方策なりを検討されてるのか。大体、今多い住

宅使用料の滞納者、大体幾らぐらいなのか、対象額の人は、分かれば教えていた

だければ。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。 

御指摘のとおり平成２７年度で住宅の滞納料、若干増えてきております。平成

２８年度、町長からの指摘もありまして、私に直接滞納するのを止めてください

というかよろしくお願いしますということでありました。今、プロジェクトチー

ム、それを作っておりますので、定期的には課を越えて回っているところなんで

すけど、何せ結果というところでまだ見えてきてない部分があります。今後、高
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額滞納者そういうところを重点的に、ほかの課の応援を頼みながらプロジェクト

チームの中で滞納額を少しでも減少させるように励んでいきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

   住宅使用料というのは、所得階層により料金が決まってるはずですので、そう

無理な料金設定はしてないと思うわけですよ。ですから、一人一人の滞納額が大

きくならないうちに、早目早目に滞納処理を行っていただきたいと思ってるんで

すよ。そういった意味を含めてよろしくお願いしたい。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。 

   議員さんも今言われましたけど、大きくなる前にそういうのも役場というか行

政のサービスのうちというか、なかなか貯まってかさんできたら払えなくなると

いう人も、だから、まめに気を付けてそういうところを重点的に回りたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないようでございますので、続きまして討論を行います。

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これで本件について採決します。 

   平成２７年度高森町一般会計歳入歳出決算については、認定することに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

   次に、平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、建設

課の説明を求めます。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

平成２７年度簡易水道事業特別会計の歳入歳出決算書について御説明させてい

ただきます。決算書の２８８ページ２８９ページをお開きください。歳入につき

ましては、まず第１款、第１項、第１目水道使用料としまして現年度分調定額９,

４０４万９,９９０円に対しまして９,２７０万６,１５０円が収入済となっており

ます。滞納は７６件となっており、徴収率は９８.５％です。続きまして、滞納繰

越分は調定額８２８万９,２８０円に対し２４１万４,５３０円を収入しておりま

す。徴収率は２９.１％です。滞納整理につきましては、水道使用料は私債権の区

分となっており税と違いまして差し押さえなどの強制徴収ができません。ですの
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で、督促状発送や電話催告、臨戸による滞納整理を今後も強化していきたいと考

えております。続きまして、第３款繰入金として第１目エスコ基金繰入金として

３８８万４,８６９円を収入済みです。第２目一般会計繰入金としまして３,４０

６万８,８２８円を収入済みです。これは、先ほど一般会計で説明しました簡易水

道事業債の元金及び元利償還金の半額を受け入れております。第４款財産収入で

は基金の運用利息として７４３万４,０６５円が入っております。 

２９０、２９１ページをお開きください。第５款繰越金です。平成２６年度か

らの繰越金として２,５７３万３,５４９円を収入しております。第６款諸収入、

第１目の雑入といたしまして、第２節弁償金、調定額は１,０５１万９２０円に対

しまして３,０００円の収入となっております。これは、職員公金横領に伴う弁償

金となっております。これにつきましては、８月に本人と面会し現在生活保護を

受給されているという話でしたが、月頭にこれより数千円を納めてもらうような

約束を交わしております。続きまして、第７款地方債としまして２,３４０万円入

っております。この施設事業起債は、村山地区本管布設替と冬野配水池更新工事

として過疎債１,１７０万円、簡易水道事業債として同額を収入しております。 

続きまして、歳出について御説明させていただきます。２９４ページ２９５ペ

ージをお開きください。第１款水道費、第１項業務費、第１目一般管理費、第１

１節需用費、これは、取水・送水ポンプ等の電気代が約２,２００万円、修繕費が

約１,０００万円となっております。不用額が５４万４００円となっております。

内訳としましては、光熱水費が３４万１,９７９円と一番高額な不用額となってお

ります。これは、計上していたポンプ稼動の電気代が予想よりも少なかったため

に不用額が出ております。１２節役務費はテレメーター通信代が約９０万円、水

質検査手数料が約４３０万円となっております。１３節委託料では４,０００円を

２３節償還金、利子及び割引料に流用しております。これは、過年度の水道使用

料が重複納付されましたが予算がなく流用にて予算化し返還したものです。１４

節使用料及び賃借料ではエスコ事業契約の最終年度ということでエネルギーサー

ビス使用料を７年分で３９９万１,６８０円支払っております。１５節工事請負費

では支出済額が２,４１６万２,１１８円となっております。内訳としましては村

山地区本管布設替工事、こちらは延長２７１メートルＨＩＶＰ７５ミリの本管を

移設しております。こちらも８９８万５,００８円。冬野地区配水池更新工事に１,

３０９万５５０円を支払っております。こちらの工事は、ＦＲＰの単価からステ

ンレスの１８トンタンクに更新を行っております。 

２９６ページ、２９７ページをお開きください。２７節公課費として３７６万

９,７００円を支出しております。こちらは、９月に平成２６年度消費税及び地方
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消費税の確定申告納付額を１９４万５,７００円、３月に平成２７年度の中間申告

納付額として１８１万５,２００円を支払っております。第２款公債費では、２３

節償還金利子及び割引料として元金分５,４３３万４,９６４円、利子分が１,３８

０万２,６９２円となっております。最後に第４款予備費として２，４５１万１,

０００円を計上しておりましたが支出をしておりません。 

簡易水道特別会計については以上です。 

○委員長（後藤三治君） ただいま説明がありましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。ありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないということで、続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本件について採決します。 

   平成２７年度高森町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算については、認定する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

   次に、平成２７年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入歳出決算について、

建設課の説明を求めます。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

   ただいまから、平成２７年度の農業用水供給事業特別会計の決算について御説

明いたします。３０８、３０９ページを御覧ください。まず、歳入からです。第

１款財産収入として、農業用水基金の国債及び定期の利息による収入が１,３１８

万７,４５１円となっております。第３款繰越金として、平成２６年度から６０万

９,０８８円を収入しております。 

続きまして、歳出です。３１０ページ、３１１ページを御覧ください。第１款

農業用水費の１１節需用費の不用額が２２万８,１４３円となっております。光熱

水費が１２万７,３８２円、修繕料が１０万５２０円、燃料費が２４１円の不用額

の合計額となっております。第２款予備費として６７万３,０００円計上しており

ましたが支出はしておりません。 

農業用水供給事業特別会計の決算は以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 
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今、説明ございましたが、ここの利子１,３００万円出ておりますが、現在農業

用水の電気料代が１,３００万円近く使ってるところでございますが、今の利子で、

水道料金を大きくいってるのか、それと、少し公金を食いつぶしていってるのか

をお願いします。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

   基金の利息につきましては、国債と定期の利息として出しておりますが、ここ

１０年ほどは国債のまだ償還が国債の利息が入ってきておりますが、今後につき

ましては利息については予測できないところにありますので、より良い運用収入

が出るようにこちらも検討していきたいと考えております。 

   以上です。 

○委員（森田 勝君） 一応利息で大体電気料は賄うと。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

   今のままでいきますと、先ほど言ったしばらくの間はまだ運用収入で電気料を

賄えるというところです。 

○委員（森田 勝君） 分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 森田議員が質問がこれは決算資料、水道関係の、ここに詳し

く書いてありますけども、付属資料の１ページ、２ページ。農業用水供給事業特

別会計決算の状況ということで。平成２７年度農業用水供給事業と書いてありま

す。この中で平成１３年度から平成２７年度まで、基金の利子やら配当やら基金

の状況書いてあります。これを見ると平成２５年度からほとんど基金からの繰入

金がないようになってる、基金で大体カバーができるようになっております。お

そらく今まで、今のような基金の関係の状況であれば大体基金の繰り入れをせん

で利子で賄っていけるというような感じはいたしますので、平成２５年度からほ

とんど、昨年は６４万１,０００円繰入してありますけど、ほとんど賄えるという

ような状況ですので、今後もこういったことに気をつけてやっていただきたいと

思います。 

○委員長（後藤三治君） ほかに。 

○委員（森田 勝君） 今の関連で。私も農業用水関係は役員までしておりますが、

前回役員会の中でこの基金、９億どしこかい、基金で。このお話で、今役員の中

で、何年前からか私もはっきり分かりませんが、自分たちの金ていう会員さんも

おられます。それで、これは私も役員出るたびに行政の金、自分たちの金とかい

うような話がありますが、はっきり、やはり役員さんにも周知ばしとかんと、分

けたがええとか、そういう話も出ておりますので、そういうところは今回、おそ
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らくまた今年の１２月あると思いますので、そのときにでも、そういうピシッと

した管理状況の話をされたが私はいいんじゃないかと思っております。これが、

何でかと言うと、現在今、芹口議員が言われましたように、利子がだんだん下が

ってきております。こういう状況の中で、農家の方々も心配されているわけでご

ざいます。利子が終わったら自分たちが新たに幾らか出さなくてはならないので

はないのかとか、そういう話は現在も出ております。その中で、今私が言ったよ

うに分けたがいいとか、これは町の金だから駄目だとか、そういう話もございま

すので、ピシッとした線を引いてもらいたいと思っております。 

   以上です。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。 

   その件に関しましては、初めの当初の契約書を見ましたところ、鉄道建設公団

と町とで大元の契約はしてあるようです。そのあと、上在とかそういう組合との

取り決めのようなのはありますが、今からまだ調べてどちらのお金ということで

言い訳できるかそこは分かりませんけど、当初の契約は町と鉄道建設公団、１８

億何千万だったと思いますけど、このぐらいで契約してありますので、それ以降

また代表者委員会までにどういう内容になってるかということで報告を申し上げ

たいと思います。 

   それと、利子とかの分も、先ほど芹口議員からも御心配ということでお話しい

ただいたんですけど、国債とかの預金も低金利時代でありまして、電気料につい

ても九州電力なんですけど、原発が停止とかそうなった場合には電気料金にも反

映されると、上がるようなそういうところも出てくるかもしれませんので、今の

ところ基金利子とかで賄っておりますけど、今後はそういうところを注視してよ

り良く、国債運用もありますけど、そういう金利の高い、安全でかつ合理的な運

用に努めたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） ようございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） ないということでございますので、続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本件について採決します。 

   平成２７年度高森町農業用水供給事業特別会計歳入歳出決算については、認定

することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

   続きまして、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを

議題とします。 

建設課の説明をお願いいたします。 

○土木係長（土井谷 顕君） 土木係 土井谷です。 

   平成２８年度高森町一般会計補正予算について御説明申し上げます。歳入はご

ざいません。 

歳出の２０ページをお開きください。土木費の道路新設改良費です。１９の負

担金補助及び交付金、５０万円を計上しております。これは、公共的施設整備事

業にて、大字色見にあります薫野地区の部落道が平成２５年の３月の豪雨により

進入道路が一部決壊し、その後今年の６月豪雨により進入路の３分の１が崩壊し、

今後更なる水害が発生した場合進入路がなくなり５６世帯の生活が脅かされる状

況となることから、工事に対する約３０名の賛同書を沿え、補助の申請がなされ

たので今後の台風シーズンに備え緊急的に復旧するものです。 

次に、歳出の２２ページをお開きください。災害復旧費の農地等災害復旧費で

す。１３の委託料１１０万円を計上しております。これは、６月梅雨前線豪雨に

より被災した農地及び農業用施設、町内１０カ所の災害復旧に伴う測量設計委託

費です。 

   以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということで、討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

   議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

   次に、議案第５７号、平成２８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につ

いてを議題とします。 
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建設課の説明を求めます。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

それでは、平成２８年度簡易水道事業特別会計補正予算、第３号について御説

明いたします。予算書の６ページをお開きください。まず、歳入から御説明しま

す。平成２７年度間水道特別会計からの繰越金を１,５３７万４,０００円計上し

ております。 

続きまして、歳出です。７ページをお開きください。第１款水道費、第１項業

務費、第１目一般管理費の中で６月１日付異動により、給料が１４万３,０００円、

職員手当等４９万４,０００円、共済費１０万４,０００円それぞれ増加しており

ますので計上させていただきました。 

続きまして、第４款予備費です。繰越金の１，５３７万４,０００円から先ほど

の給料等の増加分を差し引いた１,４６３万３,０００円を予備費として計上させ

ていただいております。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） 芹口です。 

   今回の繰越金ということで、１,４６３万３,０００円補正をしてあります。合

計額が予備費が２,５３６万５,０００円。これについては、今さっきの決算の財

政状況とも報告がありましたけども、今かなりいい財政状況ですので、こういっ

た予備費があるうちに、懸案されておりました管路図あたりの作成費用に充てる

とか、そういった方法もとられるといいかといいうふうに思いますけれど、考え

をお伺いしたいと思いますけど。 

○建設課長（沼田勝之君） 建設課長の沼田です。 

   ありがとうございます。予備費このものが２,５００万円ということで、予算に

対しても相当なシェアを占めてる。御指摘のとおり、いろんな事業をこの際とい

うようなところを見つけて、御指摘に従いまして進めて取り組んでまいりたいと

思います。 

ありがとうございます、よろしくお願いします。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑がないということで、続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

   議案第５７号、平成２８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、

原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

   議案第５８号、平成２８年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算につい

てを議題とします。 

建設課の説明を求めます。 

○水道係長（白石孝二君） 水道係 白石です。 

それでは、平成２８年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算（第１号）

について御説明いたします。予算書の６ページをお開きください。まず、歳入か

ら御説明いたします。第２款繰入金、第１項繰入金、第１目基金繰入金として農

業用水基金から２１６万２,０００円を繰り入れております。これは、後ほど歳出

で御説明させていただきますが、熊本地震によるポンプの応急修理等で必要とな

ってる分を計上させていただいております。ちなみに、農業用水の基金残高は国

債運用分が約８億円、大口定期分が約１億円、合計９億円となっており、このう

ち大口の定期分から取り崩して繰り入れさせていただきたいと思います。また、

第３款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金として平成２７年度農業用水供給事

業特別会計からの繰越金を６１万１,０００円計上しております。 

続きまして、歳出です。７ページをお開きください。第１款農業用水費、第１

項管理費、第１目管理費の中で、１３節委託料２３万８,０００円を計上しており

ます。これは、農業用水の斜坑ポンプ上の中のポンプの電動弁の復旧工事の設計

で、農業災害復旧国庫補助事業を活用する前段として必要な設計委託料を計上さ

せていただきました。続きまして、第２目熊本地震災害対策費として１９２万４,

０００円を計上させていただいております。これは、先ほど申しました高森ポン

プ場の電動弁の応急修繕費と同じく地震の停電によるテレメーター故障による修

繕を計上しております。続きまして、第２款予備費です。繰越金と同額の６１万

１,０００円を予備費として計上させていただいております。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということで、続いて討論を行います。 
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討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

   議案第５８号、平成２８年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算につい

ては、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

   以上で、建設課に関連する付託案件については終了いたしました。 

建設課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） 本委員会に付託されました、農林政策課関連の認定第１号、

平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

   決算説明の内容につきましては執行額１００万円以上、不用額２０万円以上に

ついて説明をお願いいたします。また、特に必要があると認められる事項につき

ましては併せてお願いいたします。 

   職員の方に申し上げます。発言される前に、所属と氏名を言って発言してくだ

さい。 

それでは、農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農林政策課審議員の古澤です。 

   決算審査でございますけど、課長は入院中でございますので、私が進行をさせ

ていただきたいと思います。 

   それでは、まず歳入から、３１ページ、アグリのほうからお願いします。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 有機農業推進係の甲斐です。 

   ３０、３１ページをお開きください。 

歳入からいきます。１３款使用料及び手数料、１項使用料、５目農林水産業費

使用料、２節農業機械使用料で１８３万７,６２０円に対し１７４万９,０６０円

です。滞納２名で８万８,５６０円です。これは、７月と８月に８万８,５６０円

全額納入されております。３節農業機械使用料過年度分１０万１,８５０円で３万
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７,８００円の収入で、滞納１名６万４,０５０円。これは、３月と５月と８月に

督促状を出しておりますけど未だ納入がありません。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 次は３９ページ、有害鳥獣のところです。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   それでは、農林振興係の１００万円以上の歳入から説明させていただきます。

決算書の３９ページを御覧ください。農林水産業費国庫補助金ですが、これは総

務省管轄である情報通信技術利活用事業補助金であります。色見地区及び上色見

地区において現在箱罠ＩＣＴを活用してクラウド事業を進めております。その分

の全額国庫補助となっております。ちなみに、現在までの捕獲実績として１１頭

あげさせていただいております。 

次に、４６ページを御覧ください。農林水産業費県補助金について御説明しま

す。農業振興費補助費についてですが、内訳としまして青年就農給付金５２５万

円。この制度は４５歳未満であり、かつ就農後５年以内の農業者及び農業者夫婦

に対し個人年額１５０万円、夫婦に対して２２５万円支給する制度であります。

平成２７年度実績として個人１名、夫婦４組に支給しております。これについて

も全額国庫補助となっております。 

続きまして、環境保全型農業直接支払交付金２０７万５,４００円。この事業は

環境への負荷を軽減することを目的としまして、緑肥のすき込み、有機農業を行

った際に一反当たり８,０００円を補助するものであります。平成２７年度実績と

して９名が３４５.９アール取り組まれました。最後に、担い手育成緊急支援事業

としまして１２１万６,０００円。この事業は現在ＪＡのＯＢを雇用しまして、草

部出張所に常駐させていただいております。認定農業者制度の促進、農事組合法

人であります奥阿蘇草部のフォロー、また新規就農相談業務を行っております。

その人件費について補助するものであります。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） こっちいきます。３節農業委員会補助金です。

２３９万４,０００円でございますが、内訳としまして農業委員会交付金１５３万

８,０００円。機構集積補助金３３万３,０００円。耕作放棄地対策補助金５２万

３,０００円となっております。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   続きまして、林業振興費補助金について御説明します。内訳としまして、森林

経営計画未作成の森林を対象とし、計画作成に係る活動経費を補助する事業であ

ります、森林整備地域活動支援事業に対して６２２万５００円。これはＮＰＯ法

人ふるさと創生と阿蘇森林組合の分です。また、杉・ヒノキの人工林を間伐する

際に経費の一部を助成する、間伐材供給安定化緊急対策事業として１,１０２万１,



 － 1 6 － 

０００円。これは実績としまして昨年度は５,６０２立米を間伐しております。 

最後に、緑の産業再生プロジェクト促進事業として１,８９２万円について御説

明します。この事業は平成２６年度の経済対策分でありまして、阿蘇森林組合に

おいてフォアダ、プロセッサ、バックホウを各１台ずつ購入しております。その

補助について計上しております。町負担は発生しておりません。 

続きまして、鳥獣被害対策費補助金１,４７８万４,０００円について御説明し

ます。これは、平成２７年度の鳥獣被害防止総合対策事業でありまして、シカ１

万８,０００円、イノシシ１万１,０００円、サル３万円支出する分の国庫補より

県補助分です。捕獲実績としまして、イノシシが５９３頭、シカが８６３頭、サ

ル２５頭となっております。 

続きまして、中山間地域等支払事業推進費補助金１１５万３,０００円について

御説明します。現在本町において、中山間地域等直接支払事業を推進するにあた

り後藤氏を雇用しており、その人件費について補助するものであります。 

すみません、続きまして、畜産振興事業費補助金について御説明します。これ

は、平成２７年度阿蘇あか牛草原再生事業でありまして、各牧野において有刺鉄

線や肥料を購入する際に５割を補助して残りを自己資金とするものであります。

町負担はございません。 

次に、経営所得安定対策推進事業費補助金について御説明します。これは、Ｊ

Ａ及び町で形成しております地域農業再生協議会においての活動費の補助であり

まして、全額県費となっており１２５万９,０００円計上させていただいておりま

した。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係 古澤です。 

   ９節農地中間管理機構集積協力金につきましては、町に歳入しましてそのまま

総額を歳出またあとで出てまいりますけれども、歳入で詳しく御説明したいと思

います。総額９６４万４,０００円でございますけども、経営転換協力金が７８０

万円。耕作者集積協力金が１８４万４,０００円となっております。平成２７年度

の場合は０.５ヘクタール、５反以下が３０万円、５反超え２町以下が５０万円、

２ヘクタール２町以上が８０万円という給付でございました。それから、耕作者

集積協力金につきましては反当り２万円という給付額でございます。なお、参考

までに平成２８年度は反当り３万５,０００円という単価になっております。それ

から、耕作者集積協力金につきましては反当たり１万円という要綱の変更があっ

ております。 

   以上でございます。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係 植田です。 
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   続きまして、多面的機能支払交付金３,３４１万３,４５９円について御説明し

ます。これは、本町全域において田畑と牧野を対象として共同での草刈りなどの

活動、水路の補修更新を行う際の活動費を国が５割、県・町が２５％ずつ負担す

ることで農業の活性化のみならず、景観保全、水源かん養等に寄与するための事

業となっております。現段階で２０組織協定を締結しておりまして、現在は一本

化して事務局を設置することで農業者の事務削減、会計検査対策を行っておりま

す。 

   続きまして、阿蘇火山降灰対策事業補助金２,７４２万７,０００円について御

説明します。まず、阿蘇火山活動降灰地域園芸対策緊急支援事業として、ブロワ

ーや貯水タンク、また雨水の貯水槽設置を県・町事業者が３分の１ずつ負担して、

ヨナ対策ですね、ということで行いました。 

次に、高森町の大字津留地区内において農村地域防災減災事業を活用しまして

さく井を設置することで、地域農業の発展に寄与すべく、平成２７年度において

は用水用調査及び基本設計を行った経費に対する補助でございます。当初歳入予

定額としましては３，３５１万１,０００円でありましたが、作業の遅延から２,

３９４万８,０００円の歳入となり、残りであります９５６万３,０００円につい

ては繰越しとなっております。 

続きまして、中山間地域等直接支払事業補助金２,９４０万２,３９１円につい

て御説明します。平成２７年度より第４期対策が開始されました。本町において

は、第３期までの急傾斜の田のみの取り組みから関係者の田及び採草放牧地、い

わゆる火入れを行っている牧野を取り組むことによりまして、平野部との地域格

差を是正するべく取り組んでおります。第４期対策においては、３期までの１３

集落から２７集落と倍増しまして事業推進を行っているところでございます。 

次に、４９ページをお開きください。団体営農業農村整備事業補助金、国庫の

５１１万５,０００円。また、県の１３９万５,０００円について御説明します。

平成２７年度においては、本事業を活用しまして老朽化に伴う漏水が顕著に現れ

ておりました、内山ため池の遮水シートを改修して受益地の維持発展に寄与しま

した。 

次に、１６節団体営農村地域防災減災事業補助金２１０万円について御説明し

ます。これは、坊ヶ平ため池のハザードマップを作成しております。平成２６年

度に震度５以上で決壊の恐れがあるとして、県の重点ため池に指定されているこ

とから、ことさら緊急に支出する必要がございましたので作成をしました。 

以上、農林振興係は終了します。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 甲斐です。 
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歳入いきます。５２、５３ページをお開きください。１６款財産収入、２項財

産売払収入、２目生産品売払収入、１節の生産品売払収入で８０６万３,４８４円

に対し７８８万８,５２４円の収入で、滞納が４名１７万４,９６０円ですけど、

これは６月に全額４名１７万４,９６０円は納入されております。２節の生産品売

払収入の過年度分１７万４,８７０円に対し１３万３,９２０円収入があり、納入

がありまして、滞納が１名４万９５０円で７月と８月に３回に分けて全額納入し

ていただきました。 

   以上です。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   それでは、１００万円以上の歳出について御説明します。決算書の１１９ペー

ジを御覧ください。まず、農業振興費の報酬について御説明します。これについ

ては、多面的機能支払事業及び中山間地域等直接支払事業の推進を目的としまし

て、２名の非常勤職員を雇用しております。また、担い手支援専任アドバイザー

として草部出張所に１名常駐雇用し、農業担い手の育成に努めております。 

   次に、委託料について御説明します。これは歳入でも述べましたとおり、第４

期中山間地域等直接支払事業を拡充するために、新たに等高線の入ったオルソ図

を購入しまして傾斜の測量が必要なため熊本県土地改良事業団体連合会の委託料

となっております。 

   続きまして、負担金補助及び交付金について１００万円以上のものについて御

説明します。中山間地域等直接支払交付金として３,９２０万３,２０６円。また、

高森町女性農業者の会や高森町認定農業者の会等の各種団体の補助を一括して高

森町担い手育成支援協議会補助金として１２５万５,０００円。環境保全型農業直

接支払交付金として２７６万７,２００円。青年就農給付金５２５万円。地域農業

再生協議会の活動費として１２５万９,０００円。多面的機能支払交付金として３,

９３２万４,７３８円をそれぞれ支出しております。 

   続きまして、１２１ページを御覧ください。畜産事業費について御説明します。

まず、負担金補助及び交付金について１００万円以上の項目として、歳入でもお

示ししましたとおり、牧野組合へ資材や飼料等の購入費用を助成する阿蘇あか牛

草原再生事業補助金が１８１万６,０００円。高森町畜産振興補助金として２８１

万円。これは肥育農家に対して落札額が５０万円以上の場合５万円、４０万円以

上から５０万円未満の落札で４万円補助を行っておりまして、平成２７年度は５

８頭分実績としてあげさせていただいております。また、次に牧野が毎年行って

いる火入れに対する補助金として火入れ補助金１４０万７,８００円を支出してお

ります。 
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   続きまして、農林業地域改善に対する事業費の説明をさせていただきます。ま

ず、保証補填及び賠償金について御説明します。まず、ガラス温室を昭和６３年

度から平成２６年度まで維持管理されておりました、荒牧様御夫妻に対しまして

慰労金として１２５万円を支出しております。また、ガラス温室内のバラの保証

金として３５５万９,２００円を支出させていただいております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） ５目農業委員会費１２３ページになります。報

酬２１９万４,０００円は農業委員の報酬によるものです。７節賃金１４１万６,

８００円につきましては、農地利用状況調査の一筆調査で１６万８,０００円。臨

時職員賃金で１２４万８,８００円を支出しております。 

   以上でございます。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   続きまして、１２５ページを御覧ください。農地費について御説明します。ま

ず、委託料について、内山ため池の遮水シート改修工事測量設計業務委託として

１２９万６,０００円。また、坊ヶ平ため池ハザードマップ作成委託料として２１

０万円をそれぞれ支出しております。 

   次に、工事請負費として内山ため池遮水シート改修工事９６６万９,９００円支

出しております。また、負担金補助及び交付金の主な項目としまして高森町公共

的施設整備事業、いわゆる５割事業について４件で１８０万７,０００円を支出し

ております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農地係の古澤です。 

   前後いたしましたが、その上１２５ページの上になりますけど、目としまして

は農業経営基盤強化事業費でございます。負担金補助及び交付金、先ほど御説明

いたしました９６４万４,０００円でございますけれども、農地中間管理事業に伴

います経営転換協力金７８０万円、耕作者集積協力金１８４万４,０００円、合計

の９６４万４,０００円の歳出でございます。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 甲斐です。 

   １２７ページをお開きください。１０目の農業活性化施設費、報酬としまして

３２０万４,０００円、不用額は６万円。需用費としまして４３４万４,０００円

に対し３５５万６,６７９円の支出で７８万７,３２１円は不用額になっておりま

すけど、これは、内訳としまして燃料代が６８万７,５４７円です。役務費が１１

５万７,０００円に対し７万６,４８８円が不用額です。委託料２９０万円に対し

不用額１０万２,８００円。１８節の備品購入費の１５０万円はトラクターの割賦

契約の購入費です。 

   以上です。 
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○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   続いて、１２７ページを御覧ください。がんばる地域緊急経済対策費について

御説明します。これにつきましては、平成２６年度繰越明許費として工事請負費

で計上しております。横山地区の用水路整備工事において付帯工事として３３１

万３９８円を支出しております。 

   引き続き、住民生活等緊急支援農林水産事業費について御説明します。これに

ついては、農林振興課としての支出としては南郷檜ブランド化推進協議会の事業

費の補助２１９万７,８００円。村山牧野及び前原牧野に対しまして、防疫対策事

業として２１１万４,０００円支出。これは、口蹄疫の防止の看板や消毒施設の設

置費として支出をさせていただいております。 

   続きまして、１２９ページを御覧ください。農林水産業費降灰対策費について

御説明します。まず、委託料について歳入でも御説明しましたとおり高森町大字

津留地区内における農村地域防災減災事業さく井の用水路調査業務委託として２,

３９４万８,０００円を支出しております。また、公有財産購入費として用地買収

のため１０３万５,３００円を支出しております。また、負担金補助及び交付金と

して阿蘇火山活動降灰地園芸対策緊急支援事業として９団体に７１３万９,０００

円を支出しております。 

   続きまして、林業費について御説明します。林業振興費の負担金補助及び交付

金について、主な支出項目としまして阿蘇森林組合購入分の基金対策補助として

緑の産業再生プロジェクト促進事業を活用しまして１,８９３万２,０００円支出。

これに町費はございません。また、間伐材供給安定化緊急対策事業補助金として

２,２０４万２,０００円を補助しております。森林整備計画作成に係る活動を補

助する森林整備地域活動支援交付金として８２９万４,０００円を補助するため支

出しております。 

   続きまして、１３１ページを御覧ください。鳥獣被害対策費について御説明し

ます。委託料につきましては、歳入でも御説明しましたとおり主な支出として、

広域クラウドプロジェクト推進事業業務委託として１,５００万円を支出。次に、

負担金補助及び交付金について、主な支出としましては有害鳥獣駆除助成金とし

て２，３６７万９,０００円を支出しております。 

   以上、農林振興係の歳入歳出の主な支出は終了しますが、不用額についても、

２０万円以上の不用額について御説明させていただきます。決算書の１２１ペー

ジを御覧ください。畜産事業費の負担金補助及び交付金については、不用額が６

０万５,０００円生じました。これは、火入れ補助をする火入れ補助金なんですけ

れども、当初、神原牧野についても平成２７年度において野焼きを再開する予定
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でありましたけれども、約１００ヘクタールという広大な牧野であることから相

当数のボランティアが必要になりました。グリーンストックへ相談しましたら、

年度内での人数確保が困難であるというような回答をいただきましたので、やむ

なく平成２８年度に行うこととなりましたので不用額が生じました。 

   次に、すみません前後しますけど、１３１ページを御覧ください。鳥獣被害対

策費における負担金補助及び交付金について生じました不用額３７８万５,７９６

円について御説明します。平成２７年度鳥獣被害防止総合対策事業においては、

当初捕獲を予定しておりましたイノシシ７５６頭、ニホンシカ９８１頭に対して

今年の１月下旬の積雪によりまして、一定期間の捕獲活動に従事することができ

ませんでした。また、山奥から麓へ下りてこず捕獲活動を行っても発見できなか

ったことから実績としてイノシシが５９３頭、ニホンシカ８６３頭の捕獲に留ま

ったため不用額が生じました。 

   以上、報告説明を終わらせていただきたいと思います。 

○委員長（後藤三治君） 全て終わりましたか。全部。 

○農林振興係長（植田雄亮君） はい。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○委員（芹口誓彰君） ３点ほど。ひとつは決算書、先ほど説明がありました、機械

の使用料過年度分、滞納が１名６万４,０５０円。それから、物品売払収入、滞納

が１名ということで４万９５０円。これの説明については、もう３回ほど督促状

を出したというような説明がありましたけども、おそらくこの人は同一人物だろ

うと思うわけですね。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） はい、そうです。 

○委員（芹口誓彰君） それで、これは去年からですもんね確か。去年もでしょ。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） これは、平成２５年度です。 

○委員（芹口誓彰君） だけん、やはり督促状ばかり出すとじゃなくて、本人に直接

会って。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 甲斐です。 

   ３月に１辺会ってから請求したんですけど、今人工透析をして収入もないので

今払いきらんということでした。 

○委員（芹口誓彰君） そういうことであれば、あまり時効が成立しないうちにある

程度少しずつでも取ってしていただきたいと思います。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） ５３ページの４万９５０円の滞納ですけど、こ

れは再三督促を出しましたら７月と８月の３回に分けて全額納入していただきま
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した。これも平成２５年度です。 

○委員（芹口誓彰君） それと、決算書の付属資料の中の各担当課ごとの成果表があ

りますけれども、１６ページ、各課の成果表。成果表の中で先ほど説明がありま

した、有害鳥獣クラウドプロジェクト事業、これは１,５００万円決算額。先ほど、

イノシシが１１頭という話でありましたけど、ここには１０頭になっております

が。いずれにしましても、１,５００万円で１０頭か１１頭、成果。１頭あたり１

５０万円程度になります。これはとても費用対効果考えてる暇あるものではない

ですけども、一応こういう取り組みをせっかく導入されますので、そういった点

も含めて今後の具体的な取り組みについてどうされるのか。 

それから、昨年大型囲い罠がありましたけど、これをその後どうされたのかと

いうのを一つお聞きしたいというふうに思います。 

もう１点、続けて。それから、同じ資料の中で備品、備品台帳。備品がありま

すが、農林政策関係。これについて、平成２７年度の増減で減がカメラそれから

タイヤショベル、へーべーラが２台、ショベルが１台、バキュームカーが１台、

それからフラワーマシンが１台減になっております。これはどのように処理され

たのか。農林政策課の物品台帳の中で、タイヤショベルとか、へーべーラとか２

台減になっている。どういった処理というか、売却されたのか処分方法、聞きた

いと思います。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   芹口委員のお尋ねがありました、箱罠式のクラウド事業についてですけども、

現在１１頭捕れております。費用対効果の話をされまして、現在富士通さんのほ

うでシステムの更新を行っております。どういったことが生じたかと言いますと、

要はイノシシが入っても落ちなかったりとか、そういった事象がありましたので、

そういったことをするともちろん捕獲頭数とかにも影響しておりますので、そう

いったことを改修するために現在２９設置しております、その全てにおいて更新

を行っております。今、現在色見隊と上色見隊のほうで見回りをしてバッテリー

の交換等も行っておりまして、今後、今現在は農繁期でありますのでなかなか隊

の方が農業者が多いということで、大体１１月から捕獲の期間に入ってきますの

で、それから冬にかけては捕獲頭数も今後は増えていくことを想定しております。 

   また、大型囲い罠の上津留の大型囲い罠については、Ｊポットとの契約が今年

度で切れますので、一応今後についてはそのまま残しておくというよりも廃止を

する方向で考えていきたいと思っております。現物については財産処分になりま

すので、今後協議は必要かというふうには思っております。 

   以上です。 
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○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興 植田です。 

   ガラスハウスにこういった機械は入ってないです。 

○委員（芹口誓彰君） 現物がどうなったかな。 

○農林振興係長（植田雄亮君） アグリセンターに現物があれば、アグリセンターの

ほうで計上されてるのが正しいということになります。 

   ガラスハウスについて、中に機械が入ってたことはないです。ただ、共同畜舎

のやつを移管してこの表として残ってるという可能性が高いかなと思います。 

○委員（芹口誓彰君） いずれにしても、あとでまた報告をしていただきたいと思い

ます。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 確認しまして報告します。 

○委員長（後藤三治君） すみません。担当者のほうに後日で結構ですから、よろし

くお願いしたいと思います。 

   私のほうから、一つ聞いていいですか。内山ため池たい、あれ改修したばって

ん水漏れがしよるて前回でも聞いたばってん、現在どうなのか。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興 植田です。 

   現在、漏水の確認は取れておりません。今のところは大丈夫です。 

○委員長（後藤三治君） 大丈夫。 

○農林振興係長（植田雄亮君） はい。元々、繋ぎ目の老朽化したところと新しいと

ころの繋ぎ目から漏れてたというような、専門家のそういった話だったので、そ

こまで全部変えたので、基本的に設置してる部分というのは全て新しい部品にな

っております、水面と。なので、そこから漏れてるという話は今のところはない

です。 

○委員長（後藤三治君） 水溜めても溜まらんて言いよらしたばってん。 

○農林振興係長（植田雄亮君） いや。 

○委員長（後藤三治君） 地権者、地元の方が言いよんなはる。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 絶対量が少ないのかもしれない、もしかするとです

ね。 

○委員長（後藤三治君） 再度確認しとってください。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 分かりました、はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかに質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑なしということで、討論を行います。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本件について採決します。 

   認定第１号、平成２７年度高森町各会計歳入歳出決算の認定については、認定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本件は認定すべきものと決定しました。 

   続いて、議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算についてを議題

とします。 

農林政策課の説明を求めます。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農林政策課の審議員の古澤です。 

   補正５号でお願いしております、各項目につきまして担当係より御説明をいた

します。 

まず、歳入でございますけれども９ページでございます。３節の農業委員会補

助金でございますけれども、本年度から設置されました農地利用最適化交付金の

交付決定がございましたので１１１万円を計上させていただきました。当初にお

きまして、全国的な総額の提示があってましたけども、その詳しい詳細の内容に

ついて表示がございませんでしたので、今回それが明らかになって内示をいただ

きましたので計上したものです。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   続きまして、５節鳥獣被害対策費補助金について御説明します。有害鳥獣被害

に対する事業としてマイナスの１５万４,０００円。これについては、県のほうか

ら上乗せ分でサル捕獲時の補助金ですけれども、サルのほうが前年度もなかなか

捕れないということで、その分下の特定鳥獣適正管理事業として１２万円上乗せ

で、この分についてはシカのほうとなっております。これを相殺して、多少目減

りはしておりますけどもシカを重点的に捕ってくれというような指示があってお

ります。下の鳥獣被害防止総合対策事業交付金については、これについては上乗

せ分ですこれも。イノシシが４７１頭分、イノシシのウリボウについて６頭分、

シカの４７２頭分を７５５万円として歳入の計上させていただいております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 次、１４節地域営農組織法人化推進事業補助金

でございますけれども、昨年の１２月に設立されました奥阿蘇草部農事組合法人

ですけども、その初期運営費用支援という事業がございまして、税務に関するこ

ととか経理に関することの経費の２分の１を県が補助するものでございます。例

えば、内容につきましては税理士の報酬であるとか、経理ソフトの購入、それか

らホームページ設置開設等が該当しております、４０万１,０００円でございます。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 
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   １６節団体営農村地域防災減災事業化補助金２３０万円について御説明します。

これについては、平成２７年度に坊ヶ平ため池のハザードマップを作成しました。

これは、先ほど決算でも説明しましたとおり、県のほうから震度５以上で決壊の

恐れがある重点ため池というふうに内山ため池、坊ヶ平ため池指定されておりま

すので、今年度については内山ため池のハザードマップを作成しまして受益地の

方、また近隣の住民の方の安心安全を担保するためにハザードマップを作成しま

して周知徹底を図るために計上させていただいております。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 甲斐です。 

   １７節の環境保全型農業総合支援事業補助金で５００万円を計上しております。

本年３月末には堆肥在庫が底をつき顧客の要望に応えられませんでした。そのた

め、作業従事者を１名増員するとともに原材料費の購入に力を入れ、現在昨年の

同時期に比べ倍以上の実績となっています。今後、堆肥生産の増加によりストッ

クヤードが不足することが見込まれるため、早急に施設整備する必要があるもの

です。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   １８節林業木材産業生産性強化事業補助金５,０００万円について御説明します。

これについては、今後の木材生産量の増大に対処しまして安定した木材供給体制

を築くことを目的として、阿蘇森林組合高森共販所への機械導入事業となってお

ります。選別機１台８,５４７万１,２００円、電算処理施設一式２,５１６万４,

０００円の購入費となっております。これについて、町の負担はございません。 

   続きまして、１９節中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金１４１万円

について御説明します。これについては、農事組合法人であります奥阿蘇草部に

おいて、新規に技術の取得やそのための研修の参加、またアドバイザーを招へい

したりとかそういったことにソフトの部分で補助をしていくというようなことで

す。これについても、町の負担は一切ございません。 

   続きまして、２０節経営体育成支援事業補助金９４２万３,０００円について御

説明させていただきます。これについては、熊本地震を受けまして、農業用倉庫、

ハウスとかそういったのを倒壊があっております。それについての補助ですけれ

ども、５０％が国、２０％２０％が県と町ということで、被災者本人については

再建については１０％ないし２０％となっております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 歳入は以上です。 

○委員長（後藤三治君） 歳出お願いします。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 農業振興費の委託料から。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 
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   それでは、農業振興費の委託料、１８ページを御覧ください、説明させていた

だきます。中山間地域等直接支払事業オルソ図数値処理及び図面作成業務委託に

つきましては、入札残としてマイナスの４２万５,３０４円。また、高森町事業管

理計画図作成業務委託として２１万６００円を計上して相殺のマイナスの２１万

４,０００円となっております。管理計画作成委託業務につきましては、農業農村

整備事業であります、また、基盤整備事業ですねいわゆる、その行う際にはこの

管理計画図を作成する必要がございます。県のヒアリング時に今まで高森町につ

いては手製で行っておりました。そのヒアリングの際にこれはいろいろちゃんと

データ処理をしたので提出してくれということで本町以外の市町村がほとんどデ

ータ処理でしたので、うちについても委託をかけてしっかりとした整備をしてい

きたいということで計上させていただいております。 

   次に、１９節負担金補助及び交付金１４１万円、中山間地域等担い手収益力向

上支援事業補助金についてですけれども、歳入と同額を計上させていただきまし

て、奥阿蘇草部においてソフトの部分で支援をしていくということでこの金額を

計上させていただいております。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 次の農業経営基盤強化事業費でございますけれ

ども、先ほど御説明いたしました地域営農組織法人化推進事業補助金としまして

初期運営費を支援するものでございます、４０万１,０００円です。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林政策の植田です。 

   農地費の委託料について御説明します。内山ため池ハザードマップ作成業務委

託として２３１万４,４４０円。また、草部地区の基盤整備地形図作成業務委託と

して４６７万６,４００円を計上させていただいております。草部地区におきまし

ては、草部・芹口地区の基盤整備を行う際には必ず２,５００分の１以上の精度の

地形図を必ず作成してくれと。それを基づいて換地等行っていきますので、これ

については必須項目となっております。元々、プロジェクト交付金の事業を使っ

て平成２７年度行う予定でありましたけれども、新規地区については全国一律で

認めないというような通知が国から出ておりますので、非常に苦渋の決断ですけ

どもこれは単費としてあげさせていただいております。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 甲斐です。 

   １９ページです。１０目の農業活性化施設費、１３節の委託料で１００万円を

計上しております。これは、堆肥舎の設計管理業務委託で計上しております。１

４節使用料及び賃借料で堆肥置き場の賃借料で７万円を計上いたしました。現在、

ストックヤードがなくなったため近所の畜舎を借りてストックしております。月

１万円の７カ月分です。１５節工事請負費、堆肥舎建設工事請負費として１,００
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０万円を計上いたしました。歳入で申し上げましたが、県支出金の半額補助で行

います。規模としましては横２０メートル奥行き１５メートル高さ３メートルで

鉄骨スレート葺、地上からスレート屋根まで４.５メートルです。容量は９００立

米の約４００トンがストックできます。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係 植田です。 

   農林水産業費熊本地震災害対策費負担金補助及び交付金について御説明します。

経営体育成支援事業補助金として被災者の農業者向けで１,２５６万４,０００円

計上させていただいております。これについては先ほど申しましたとおり町のほ

うは２０％支出ということで、歳入あわせたところで計上させております。現在

のところ５名が申請をされております。 

   次に、林業振興費負担金補助及び交付金５,０００万円について御説明します。

歳入と同額の熊本県林業木材産業生産性強化対策事業補助金として計上させてい

ただいております。森林組合の機器導入費となっております。 

   次に、鳥獣被害対策費負担金補助及び交付金１,３７０万１,０００円について

御説明します。これにつきましても、歳入で申しましたとおりイノシシ、シカ、

サルの駆除に対する補助として有害鳥獣駆除助成金として計上させていただいて

おります。 

○農林政策課審議員（古澤要介君） 以上です。 

○委員長（後藤三治君） 説明が終わりましたので、ただいまから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

先ほどから内山、坊ヶ平の話が出ていますが坊ヶ平は補修があったということ

で、おそらくこの内山も同じにシートかな、あれは張られたと思いますが、現在

何年ぐらい経過してるか。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   補修時期については、ここ今手元に資料がございませんので調べて御報告させ

ていただきたいと思います。ただ、えん堤につきましては、回るえん堤を改修し

てほしいというような要望がございますので、今それこそ団体営の農業農村基盤

整備事業で申請を上げてる段階ですけれども、今のところは厳しい回答をいただ

いておりますので、そういった中で中の遮水シートを中身を換えるというような

やり方というのを今後考えていく必要があるのかなというふうには考えておりま

す。時期に関しては調べてまた御報告させていただきたいと思います。 

○委員（森田 勝君） 森田です。 

  内山の、御存じのように芝原あのような形で今後やっぱり私は内山地区もされた
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ならというふうに思っています。その今後される場合はそういう検討をお願いし

たいと思います。それから、１９の堆肥建設の話も載っていますが、これ堆肥舎

はどの場所に作られるのか、それから４００トンあまりの堆肥ができるというよ

うな話でありますが、堆肥としては今まで足らなかったというような話でござい

ました。今後、この４００トンで十分できるのかをちょっと聞きたいと思います。 

○有機農業推進係長（甲斐武敏君） 甲斐です。 

   堆肥舎の建設場所ですけど、今仮干しを野積みしておりますけど、機械が置い

てある上の段のところに作る予定です。 

   去年が、３月の末に堆肥舎がもう、完熟堆肥が完売しておりまして、１,０８５

トンは出たんですよ。今、倍のペースで原料を仕入れていますので、１,７００ト

ンか８００トンぐらいはできると思っておりますので、ここと今の機械置いてあ

るところにも少しストックできますのでそれで対応できると思います。 

○委員（森田 勝君） 分かりました。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） すみません、私もひとつだけ。一般会計の説明資料の一番

最後の概要書の中で今回の予算も入ってますが、草部の基盤整備の地形図整備、

当然事業を行うためには必要になります、何ら問題ないんですが、要は前の６月

議会だったと思うんですけど、平成３２年に基盤整備工事で着工できるのかどう

か、ここを聞いたところ今年の９月に説明会をまたするという私は記憶をしてる

んです。これ実際基盤整備事業できるのかどうか、そこをお聞かせ願いたい。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   今、委員長のほうがおっしゃったみたいに、本来であれば今年度当初にこれを

事業を使って作って９月とかに説明会をして、期成会を作って換地等調整に入る

というような段取りだったんですけれどもそれが駄目になったということで、前

倒しはできませんので前倒したあとには、なぜかと言うと要は地元の気運が下が

ってくるんですよね。なので、それを絶対しないためにも県と広域本部と打ち合

わせをしまして、まずは地形図を作成してその中で地区を指定して、全てができ

るとは限りませんので、ある程度１、２カ所指定して、そこで推進委員さんを決

めて、そこで換地を行って基盤整備をまず行うといったことをまず段取りをして

いけば、当初はやはりある程度網羅して基盤整備をするというようなことで段取

りをしてたんですけれども、それは到底間に合わないということですので、地区

を指定してその中で進めていくと、そのあとにほかのところもうちもやりたいこ

こもやりたいというようなところでしていくということを段取りしていけば間に
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合うんじゃないかというようなやり方。ただ、この９月の議会でなかったら、来

年度以降にこの事業は通りませんというふうに県からはっきり言われました、大

体１１億円かかります、全てするにはですね。これは、全て事業ですので事業に

乗っかるための前段の換地調整と地形図作成になりますので、まずはここからス

タートよーいドンというような体制を作るためにもこの９月議会でさせていただ

きました、はい。平成３２年度からできれば着工と、換地とかうまいくいけばで

すねもちろんしたいというふうには考えております。 

○委員長（後藤三治君） ほかに何かありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） もうひとつ、私のほうから聞きたいと思いますが。上津留

地区の農業用水、あの状況は現在どうなっているのか。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林振興係の植田です。 

   現在、地震の影響で中止命令をかけておりました。それについては解除してお

ります。先日、業者のほうから言われたのが、要はボーリングするには水が必要

だと、水が必要だけれども、今までは上津留の湧き水を利用してたんですけど、

それを利用すると生活用水が減ってきたらしいんですよ。要は、蛇口をひねって

もちょろちょろしか出らんくなったという話がありました。なので、水を下のほ

うからパイプを組んで、それこそ汲み上げてするという話ですよ。それをすると、

期間がまたべらぼうに伸びてくるんですよ。なので、自分で素掘りをして貯水槽

を作るなり、雨水を使ったなり、下の川からトラックでピストンで持って来るな

りをして必ず期間までには終わらせてくれというような話で今の現段階ではそこ

まで進めております。 

○委員長（後藤三治君） すみません。１５７ｍ掘ってあったとかな、８０メートル

ぐらいの崩落箇所があるということだったばってん、そこはもう解消できたとか

な。 

○農林振興係長（植田雄亮君） 農林政策の植田です。 

   そこの改修もちょっと難色を示してるところですので、もう１回うちの課長と

か、もしかすると町長まで話が行って、業者ともう１回練り合わせをせなんのか

なていうふうには私個人的には思っております。じゃないと、これいつまでたっ

ても終わらないんですもんね。 

○委員長（後藤三治君） 震災以降ね、まだ日が浅いけん結論が出せんとしてもある

程度の時期では判断しないと、私も何回も井戸を掘った経緯があるばってん、な

いとこはないけんね。判断せなんいかん分にはぴしゃっとしてください。お願い

します。 
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○農林振興係長（植田雄亮君） はい。 

○委員長（後藤三治君） できるだけ、１２月でもまた定例会の日に経過報告なりは

していただくようにお願いしておきます。 

○農林振興係長（植田雄亮君） はい。 

○委員長（後藤三治君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 質疑ないようでございますので、討論を行いたいと思いま

す。 

討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 討論なしということで、これから本案について採決します。 

   議案第５３号、平成２８年度高森町一般会計補正予算については、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

   以上で、農林政策課に関連する付託案件については終了いたしました。 

農林政策課の皆さんお疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○委員長（後藤三治君） それでは、日程第２、所管事務の閉会中の継続調査につい

て審議いたします。閉会中の継続調査については、１、農林水産業振興に関する

事項、２、土木行政に関する事項、３、水道事業及び農業用水事業の運営に関す

る事項、以上、３項目を閉会中の継続調査事項とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（後藤三治君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

   それから、所管事務研修についてですが、事務局のほうからもし行う場合は年

内にということでございましたので、もしどうしても行ってみたいとかいうとこ

ろがありましたら、早目にお出しいただいて年内に必要であれば計画したいと思

いますので、皆さんの御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで、建設経済常任委員会は閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 



 － 3 1 － 

閉会 午後０時００分 

 


